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法
学
史
に
お
け
る
夫
婦
問
の
贈
与

(
上
)

三重主
同

良日

芳

太

ま

え

が

き

宮
崎
先
生
は
ロ
オ
マ
法
の
諸
に
な
る
と
私
法
の
主
要
な
理
論
が
既
に
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
に
感
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
生

の
も
ら
さ
れ
る
こ
の
実
感
が
特
に
印
象
に
残
る
の
は
、
大
陸
の
私
法
学
が
ロ
オ
マ
法
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
過
程
を
個
個
の
理
論
に
つ
き

法学史における夫婦問の贈与(上)

具
体
的
に
観
念
す
る
こ
と
が
、
法
学
史
研
究
の
前
提
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
講
義
に
お

い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
の
で
、
原
典
の
講
読
を
勧
め
ら
れ
た
宮
崎
孝
治
郎
先
生
の
北
大
法
学
部
御
退
職
を
記
念
し
て
、
私
な
り
に
教
材

を
心
掛
け
る
こ
と
と
し
、
主
題
も
「
新
比
較
婚
姻
法
」
の
執
筆
プ
ラ
ン
中
に
み
え
る
「
夫
婦
聞
の
契
約
の
取
消
」
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
理
論
は
今
日
全
く
重
要
性
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
「
夫
婦
聞
の
贈
与
」
は
、
サ
ヴ
ィ
ユ
に
よ
っ
て

贈
与
の
一
部
門
の
理
論
た
る
に
止
ら
ず
贈
与
一
般
の
概
念
形
成
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
後
の
民
法
典
の
規
定
の
骨
組
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
本
稿
で
の
こ
の
経
過
の
概
観
は
、

ωロ
オ
マ
法
と
普
通
法
の
関
係
の
一
例
(
贈
与
の
概
念
)
を
一
不
す
材
料
、

ωド
イ
ツ
の
私
法
理
論

形
成
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
の
役
割
の
一
例
を
示
す
材
料
、
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

ω本
稿
は
こ
う
い
う
わ
け
で
「
夫
婦
問
贈
与
」

の
理
論
自
体
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
「
新
比
較
婚
姻
法
」
へ
の
一
つ
の
貢
献
の
仕
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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ユ
帝
法
典
の
贈
与
を
主
題
と
す
る
章
の
う
ち
学
説
集
第
二
四
巻
第
一
章
「
夫
婦
聞
の
贈
与
に
つ
い
て
」
(
ロ
ピ

-
T
F
L
o
s
t
S
F
5
5耳

4
5
g
a
ロ

M
O
H
m
g
)

お
よ
び
同
第
三
九
巻
第
五
章
「
贈
与
に
つ
い
て
」
百
・

8
・
叩
い
り
ぬ
号

E
5
2
5
m
)
の
内
容
と
分
量
の
お
よ
そ
の
観
念
を
得
る
た
め
に
、
各
法
文
ご

と
に
}
行
に
要
約
す
る
と
い
う
縮
尺
で
こ
れ
を
再
現
ず
る
こ
と
に
す
る
。

資

【

aυ
》

二
四
巻
一
章
日
「
夫
婦
聞
の
贈
与
に
つ
い
て
」

①

d
q
u
N
V何
回
習
俗
が
夫
婦
問
贈
与
を
無
効
と
せ
る
は
、
愛
情
に
溺
れ
て
財
産
を
浪
費
し
合
う
を
防
ぐ
た
め
、

T
a
W

⑧

H
M
自
己
斗
∞
各
ま
た
、
子
供
養
育
の
熱
意
欠
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
な
り

o
P
R
二A
」
ら
に
婚
姻
が
贈
与
に
よ
り
維
持
さ
れ
売
買
と
化
す
か
ら
。

W

〔

7
ぱ

F8}

③

C-司
同

N
m与
戸
「
勅
法
」
も
ま
た
日
《
我
が
父
祖
は
愛
を
心
で
の
み
評
価
し
、
夫
婦
の
和
が
代
価
に
よ
る
と
は
み
え
ぬ
よ
う
配
慮
せ
り
。
》

-
禁
止
は
誰
の
聞
で
?
合
法
婚
姻
閣
で
は
贈
与
無
効
。
然
ら
ず
ば
有
効
だ
が
、
婚
姻
禁
止
違
反
者
の
優
遇
に
な
る
の
は
正
し
く
な
い
。

T
S
W

2

同
?
権
カ
下
に
あ
る
者
た
ち
:
:
~
・
。
，
妻
が
、
そ
の
義
父
の
権
力
下
に
あ
る
夫
の
弟
に
対
し
て
贈
与
す
る
は
禁
止
さ
る
。

T
S
W

3

権
力
の
こ
と
ば
を
奴
隷
に
も
及
ぼ
す
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
夫
に
服
従
し
て
い
る
者
も
ま
た
贈
与
で
き
な
い
。

S
W

4

母
が
父
権
下
の
息
子
に
対
す
る
贈
与
は
父
に
取
得
さ
れ
無
効
。
た
だ
し
息
子
に
軍
営
特
有
財
産
あ
る
場
合
を
除
く
。

T
s
w

k

ノ
妻
も
嫁
も
義
父
の
権
力
服
従
者
か
ら
、
夫
が
父
権
下
に
あ
る
と
き
、
贈
与
さ
れ
え
な
い
。

T
S
W

6

妻
や
嫁
の
側
か
ら
夫
や
女
婿
、
そ
の
権
力
服
従
者
、
そ
れ
を
権
力
下
に
も
つ
者
に
対
し
て
は
禁
止
さ
る
。

T
S
W

7

姑
と
嫁
と
の
間
で
は
、
権
力
関
係
が
問
題
に
な
ら
ぬ
か
ら
、
贈
与
は
禁
止
さ
れ
な
い
。

W

8

私
の
奴
隷
(
用
役
権
は
他
人
に
属
す
)
が
特
有
財
産
(
私
に
属
せ
ず
)
を
私
の
妻
に
贈
る
も
無
効
。
善
意
で
私
に
仕
え
る
自
由
人
の
は
有
効
。

W

9

夫
、
妻
、
そ
の
他
の
者
は
、
自
ら
の
み
な
ら
ず
、
介
在
者
に
よ
っ
て
も
贈
与
し
え
な
い
。

e

了

W

ω
夫
婦
問
で
の
禁
止
の
結
果
、
為
さ
れ
た
行
為
u

引
渡
、
問
答
契
約
お
よ
び
受
領
問
答
契
約
、
は
法
律
上
当
然
に
無
効
。

s
w

日
ゆ
え
に
、
或
者
が
そ
の
妻
に
金
銭
を
与
う
る
も
彼
女
の
も
の
と
な
ら
ず
。

w

ロ
彼
〔
A
〕
が
己
の
債
務
者
〔
B
〕
に
彼
女
〔
C
〕
に
支
払
え
と
命
じ
た
な
ら
、

p
r
債
務
者
は
免
除
さ
れ
、
金
銭
は
妻
で
は
な
く
夫
の
も
の
。

s
w

日
こ
の
見
解
に
一
致
す
る
の
が

F
T
私
〔
A
〕
に
贈
与
せ
ん
と
す
る
者
〔
B
〕
に
私
の
妻
〔
C
〕
に
与
え
よ
と
命
ず
る
は
無
効
。

s
w

④

H
E
-
-
斗
岳
悶
死
因
に
よ
り
私
〔
A
〕
に
引
渡
さ
ん
と
す
る
者
〔
B
〕
に
妻
〔
C
〕
に
引
渡
せ
と
私
が
命
じ
た
場
合
も
同
様
。

s
w

⑤

C
ザ

ωNVσ

肘
婚
約
男
か
ら
引
渡
さ
れ
た
物
を
結
婚
後
の
妻
に
引
渡
し
た
介
在
者
を
、
夫
が
立
て
た
の
な
ら
贈
与
無
効
。
妻
な
ら
有
効
。

T

W
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法学史における夫婦聞の贈与(上)

夫
の
債
務
者
た
る
妻
と
T
の
う
ち
、
妻
に
受
領
問
答
契
約
が
な
さ
れ
て
も
無
効
ゆ
え
、
丙
人
と
も
債
務
免
除
さ
れ
な
い
。

W

贈
与
以
外
の
物
的
ま
た
は
人
的
自
が
混
合
し
て
い
る
場
合
、
分
離
不
可
能
な
ら
贈
与
有
効
。
可
能
な
ら
、
贈
与
は
無
効
、
残
り
象
。

T
S
W

夫
〔
A
〕
の
債
務
者
〔
B
山
が
夫
の
命
令
に
よ
り
奏
〔
C
〕
に
金
銭
を
約
束
し
て
も
無
効
。

s
w

r
r
妻
〔
B
〕
が
夫
〔
A
〕
の
債
権
者
〔
C
〕
に
約
束
し
、
贈
与
の
た
め
保
証
人
を
立
つ
、
夫
は
免
除
さ
れ
ず
妾
や
保
証
人
も
債
務
負
わ
ず
o
S
W

E
H
小
額
売
貯
は
無
効
o

Z『

(
F
S
も
〉
口
売
買
意
思
あ
り
て
後
に
代
価
の
一
部
免
除
せ
ば
、
売
買
は
有
効
、
免
除
は
無
効
。

T
S
W

贈
与
の
た
め
夫
ま
た
は
妻
が
役
権
を
行
使
せ
ね
ば
、
役
権
は
失
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
離
婚
後
に
返
還
請
求
し
う
る
。

s
w

贈
与
の
た
め
妻
ま
た
は
夫
が
、
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
て
敗
訴
す
る
を
欲
す
る
な
ら
、
判
決
は
有
効
。
た
だ
し
返
還
請
求
あ
り
。
、

s
w

埋
葬
の
た
め
の
贈
与
は
許
さ
る
。
贈
与
者
を
よ
り
貧
し
く
、
受
贈
者
を
よ
り
富
ま
す
贈
与
の
み
が
禁
止
さ
げ
る
の
だ
か
ら
。

T
S
W

9

埋
葬
の
た
め
夫
か
ら
棄
に
贈
与
さ
れ
た
場
所
は
、
埋
葬
時
に
初
め
て
萎
の
も
の
と
な
る
。

T
s
w

m
夫
が
棄
に
高
価
な
墓
石
を
贈
る
と
き
、
贈
与
有
効
。

T
S
W

U

も
し
も
彼
女
自
身
が
そ
の
墓
石
に
収
め
ら
れ
た
場
合
に
も
、
そ
の
場
所
は
宗
教
物
に
な
る
。

T
S
W

U

公
共
物
建
築
の
た
め
贈
与
さ
れ
た
場
所
も
神
聖
物
に
な
る
。
神
に
捧
げ
る
よ
う
に
と
一
委
に
対
し
て
な
さ
れ
た
贈
物
も
有
効
。

T
s
w

u
r
r
補
充
指
定
さ
れ
た
妾
に
贈
与
の
た
め
、
夫
、
が
遺
書
相
続
を
拒
絶
せ
ば
贈
与
有
効
日
取
得

ι記
者
は
よ
り
貧
困
に
な
ら
ぬ
か
ら
。

T
S
W

凶
同
様
に
、
妻
が
、
補
充
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
遺
婚
を
拒
絶
す
る
な
ら
贈
与
有
効
。

s
w

β
P
T
遺
産
信
託
遺
贈
義
務
者
た
る
夫
が
己
の
取
分
を
控
除
せ
ず
棄
に
引
渡
せ
ば
、
贈
与
し
た
と
い
う
よ
り
信
義
を
果
し
た
と
解
さ
る
。

T
S
W

凶
贈
与
者
が
自
己
の
財
産
を
減
ぜ
ぬ
な
ら
、
ま
た
た
と
え
減
じ
て
も
、
受
贈
者
が
よ
り
富
ま
な
け
れ
ば
、
贈
与
有
効
。

s
w

げ

云
882υ
夫
か
ら
の
金
銭
を
己
の
血
族
の
た
め
支
出
せ
る
棄
は
、
よ
り
富
ん
だ
と
は
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
、
贈
与
有
効
。

7
)
s
w

m
受
嫡
男
ま
た
は
受
贈
女
の
も
と
か
ら
、
物
が
現
存
す
れ
ば
所
有
物
取
戻
さ
れ
、
消
費
さ
れ
て
れ
ば
富
ん
だ
限
り
で
返
還
請
求
さ
れ
る
。

T
S
W

⑥

の

E
口
止
許
さ
れ
ぬ
贈
与
に
基
づ
く
保
持
は
、
原
因
な
き
か
ま
た
は
不
正
原
因
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
原
因
か
ら
常
に
返
還
請
求
生
ず
o
T
S
W

⑦

巴

司

ω
H
p
r
戸
よ
か
富
ん
だ
か
否
か
の
基
準
時
点
は
争
点
決
定
時
か
、
判
決
時
か
?
わ
が
皇
帝
は
前
者
と
指
令
す
。

H
'
T
S
W

夫
が
与
え
た
香
油
用
金
銭
を
己
の
債
権
者
に
支
払
後
、
己
の
金
銭
で
香
油
購
入
せ
る
妻
に
つ
き
、
客
足
一
一
よ
り
霞
ん
だ
と
解
さ
れ
で

T
S
W

互
に
五
金
づ
っ
贈
与
し
、
夫
は
保
持
、
妻
は
消
費
せ
る
時
、
贈
与
の
相
殺
あ
り
。
こ
れ
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法
に
よ
る
。

T
S
W

土
地
が
現
在
低
価
で
も
争
点
決
定
時
の
評
価
に
よ
る
べ
く
、
現
在
高
価
で
も
返
還
さ
る
べ
き
は
支
払
額
の
み
で
そ
の
利
子
も
で
は
な
い
。

T
S
W

2 3 4 5 6 7 8 2 3 
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料

妻
一
五
金
日
吐
地
購
入
、
夫
一

O
金
委
五
金
の
支
払
後
、
現
価
は
一

O
金
日
価
格
は
双
方
に
と
り
減
少
し
夫
の
追
及
額
は
一

O
金
の
%
。

T

W

嫁
資
物
の
評
価
を
贈
与
の
た
め
高
め
て
い
た
夫
は
、
金
銭
を
支
払
う
か
、
必
要
費
を
控
除
し
て
土
地
自
体
を
返
還
す
。

T

W

妻
が
嫁
資
返
還
の
担
保
た
る
土
地
を
夫
よ
り
買
っ
た
と
き
、
贈
与
の
た
め
な
さ
れ
た
も
の
な
ら
売
買
は
無
効
。

T
S
W

妻
が
買
っ
た
物
の
代
伺
を
萎
に
代
っ
て
支
払
っ
た
夫
は
、
よ
り
富
ん
だ
妻
か
ら
全
額
を
請
求
す
る
。

s
w

一
年
内
に
解
放
せ
よ
と
奴
隷
を
贈
与
さ
れ
た
妻
が
夫
の
意
志
に
従
わ
ぬ
と
き
、
故
マ
ル
ク
ス
帝
の
勅
法
は
自
由
を
与
う
。

S
W

9

即
時
の
み
な
ら
ず
将
来
の
解
放
の
た
め
の
奴
隷
贈
与
も
有
効
。

s
w

⑧
の
巳
口
止
奴
隷
解
放
前
に
婚
綱
解
消
の
時
は
婚
脳
存
続
中
の
解
放
が
贈
与
の
条
件
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
贈
与
解
除
さ
る
。

T
S
W

⑨

C
S
お

V
V
戸
決
し
て
自
由
に
さ
れ
え
ぬ
状
態
に
あ
る
奴
隷
の
贈
与
は
無
効
。

T
S
W

I
F
T
解
放
時
に
奴
隷
か
ら
対
価
を
得
、
労
務
を
課
し
た
妻
は
、
夫
の
財
産
に
基
き
よ
り
富
ん
だ
と
は
解
せ
ら
れ
ず
。

S
W

2

夫
婦
聞
の
死
因
贈
与
が
有
効
な
の
は
、

T
S
W

⑩
の
日
ロ
丘
〔
承
前
〕
贈
与
の
効
果
が
夫
た
り
妻
た
る
こ
と
を
止
め
る
時
点
で
生
ず
る
か
ら
。

T
S
W

⑪

ceωωω
与
戸
し
か
し
、
物
が
直
ち
に
受
贈
者
の
も
の
に
な
る
の
で

M
tく
、
贈
与
者
の
死
亡
時
ー
ま
で
物
は
彼
の
も
と
に
留
る
。

T
s
w

rr死
亡
時
に
妻
や
夫
の
も
の
と
な
る
贈
与
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
死
因
贈
与
が
有
効
。

T
S
W

夫
か
ら
奏
が
介
在
さ
せ
た
家
男
へ
の
引
渡
。

ζ
m
W
R
E
H
引
渡
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
即
ち
夫
死
亡
時
に
白
権
者
に
な
っ
た
か
ら
有
効
。

T
S
W

同
人
日
家
女
た
る
妻
へ
夫
が
引
渡
し
た
時
、
夫
生
存
中
に
妻
が
自
権
者
と
な
れ
ば
、
贈
与
は
妻
の
も
の
に
な
る

o
F
T
同
意
見
。

T
S
W

同
様
に
、
妻
が
家
男
た
る
失
に
死
因
で
引
渡
し
、
彼
が
自
権
者
と
な
れ
ば
、
彼
の
も
の
と
な
る
。

T
S
W

反
対
に
、
家
長
た
る
夫
に
萎
が
死
因
贈
与
し
、
妻
死
亡
時
に
夫
が
家
男
と
な
れ
ば
、
利
得
は
家
長
が
取
得
す
。

T
S
W

ゆ
え
に

E
2
の

5
5
z
へ
の
註
も
H

妻
が
奴
隷
を
介
在
さ
せ
て
死
因
引
渡
を
受
け
た
時
、
夫
死
亡
時
に
自
由
人
た
れ
ば
同
様
。

T
S
W

5
5
z
h介
在
者
が
、
妻
に
与
え
た
後
、
贈
与
者
生
存
中
に
死
亡
す
い
介
在
者
の
も
の
に
な
っ
た
後
移
転
す
べ
き
も
の
ゆ
え
贈
与
消
滅
。

T
S
W

妾
か
ら
物
を
、
夫
に
死
因
引
渡
せ
よ
と
与
え
ら
れ
た
T
が
、
妻
死
亡
後
彼
女
の
相
続
人
の
意
志
に
反
し
て
失
に
与
え
た
ら
?

T

S

W

夫
か
ら
死
因
に
よ
り
受
取
っ
た
妻
が
、
夫
生
存
中
他
人
に
引
渡
せ
ば
引
渡
無
効
。

T
S
W

夫
が
妻
に
死
因
贈
与
後
、
離
婚
あ
れ
ば
贈
与
は
解
消
さ
れ
る
か

o
F
7
肯
定
。

T

W

同
人
は
、
離
婚
を
原
因
と
す
る
贈
与
は
有
効
と
す
る
が
、

T
S
W

4 5 

資
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FE--叫
伊
σ
門
承
前
〕
そ
れ
は
、
正
に
離
婚
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ウ
て
、
将
来
の
離
婚
を
考
え
て
の
も
の
で
は
な
い
。

T
S
W

C
ザ
日
W
M
e
i
r
F
〔
承
前
〕
し
か
し
、
死
が
生
ぜ
ば
、
贈
物
は
妻
の
も
の
と
な
ら
ず
。
贈
与
は
他
の
場
合
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

w

l

妻
に
死
因
贈
与
し
た
後
、
夫
が
遠
島
刑
に
処
せ
ら
れ
た
ら
、
離
婚
を
原
因
と
す
る
贈
与
同
様
に
有
効
。

)

S

W

2
Z
2
h
別
荘
建
築
や
耕
作
の
た
め
与
え
ら
れ
た
物
は
、
さ
も
な
く
ば
受
領
者
は
建
築
や
耕
作
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
贈
与
な
り
。

T

W

⑭

F
己
斗

H
V
V
家
屋
焼
失
せ
る
妻
に
対
す
る
夫
の
金
銭
贈
与
は
、
家
屋
再
建
に
必
要
な
限
り
で
士
滅
。

T
S
W

⑮

C
ザ
お

ω与
町
・
夫
が
妻
に
与
え
る
年
金
の
中
、
嫁
資
の
カ
を
超
え
て
残
存
す
る
分
は
撤
回
さ
れ
る
。

s
w

l

夫
か
ら
贈
ら
れ
た
金
銭
か
ら
妻
が
利
子
を
収
取
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
彼
女
自
身
の
利
得
で
あ
る

o
E
は
失
に
関
し
て
も
然
り
と
す
。

T
S
W

⑮
吋
司
同
H
O

全
告
贈
ら
れ
た
百
金
の
中
五
O
金
を
債
務
返
済
に
、
残
り
五

O
金
を
利
子
で
二
倍
に
し
た
萎
か
ら
、
夫
は
五

O
金
の
み
追
求
。

T
S
W

⑫

d
q
mお

r
r
F
贈
ら
れ
た
地
所
の
果
実
に
よ
り
妻
が
富
ん
だ
ら
贈
与
関
係
に
な
る
か

?

Fご
果
実
も
利
子
同
様
許
さ
れ
た
贈
与
な
り
。

T
S
W

ー
し
か
し
、
贈
物
た
る
奴
隷
が
何
か
取
得
す
れ
ば
、
そ
れ
は
贈
与
者
に
属
す
。

T

W

⑬

同
M
O
B
H
V
串

F
2
夫
婦
の
一
方
が
他
方
の
奴
隷
や
衣
類
を
使
い
、
家
屋
に
無
償
で
住
む
場
合
、
贈
与
有
効
。
(
路
〕

S
W

⑩

C
-
E
Z
戸
妻
か
ら
夫
の
父
権
下
に
あ
る
息
子
に
対
し
て
贈
与
さ
れ
た
奴
隷
が
得
た
女
奴
の
所
有
権
準
に
帰
す

o

E

h

S

I

F

T
そ
の
女
奴
が
夫
の
財
産
で
購
入
さ
れ
た
な
ら
、
嫁
資
訴
訟
に
際
し
夫
は
そ
の
代
価
を
抗
弁
に
よ
り
留
保
し
う
る
。

ζ
R
a
r
同
旨
。

w

@
H
S
ロ
ez妻
に
死
因
贈
与
さ
れ
た
奴
隷
が
夫
の
死
亡
前
に
問
答
契
約
す
る
な
ら
、
夫
の
死
ま
で
は
債
務
関
係
不
確
定
。

@
g将
軍
主
に
よ
っ
て
旅
費
を
支
払
わ
れ
た
言
、
よ
り
富
ん
だ
と
し
て
謹
黙
さ
れ
る
か
ワ
贈
与
不
存
在
す
そ
宣
も
後
者
。

T
S
W

-
妻
が
嫁
資
と
そ
の
利
息
を
約
束
せ
は
利
子
は
婚
姻
の
負
担
と
し
て
請
求
し
う
る
。
夫
が
こ
の
利
息
免
除
せ
ば
、

E
H
許
さ
れ
ぬ
贈
与
。

T
S
W

⑫

C
一Z
Z夫
が
棄
に
奴
隷
を
死
因
贈
与
し
た
後
、
こ
れ
を
自
由
附
で
相
続
人
に
指
定
予
の
は
有
効
か
。

@
c
q
∞
ω与
「
勅
法
」
は
現
物
贈
与
に
関
す
る
と
思
司
・
が
考
え
た
の
は
正
し
い
。
妻
に
誓
約
せ
る
夫
の
相
続
人
は
訴
え
ら
れ
ぬ
。

@
E二
軍
事
婚
者
間
で
贈
与
が
な
さ
れ
、
法
申
告
齢
の
満
了
前
に
婚
姻
あ
る
も
、
期
間
は
有
利
に
進
行
す
。

⑧

2
5
2
E
r
r
-司
婚
姻
中
夫
か
ら
他
人
の
物
を
贈
与
さ
れ
た
妻
は
使
用
取
得
喜
丸
山
か
。

@

F
己
叶
∞
谷
戸
贈
与
の
た
め
私
の
売
主
に
物
を
私
の
妻
に
与
え
よ
と
命
じ
た
ら
、
妻
に
市
民
法
上
の
占
有
な
き
も
売
主
は
免
除
さ
る
。

1
2
a
u
夫
婦
問
で
贈
与
が
許
さ
れ
る
の
と
同
じ
原
因
な
ら
、
義
父
と
女
婿
ま
た
は
嫁
と
の
間
で
も
許
さ
る
。

宮
O
品
斗
円
周
宮
ご
婚
捌
前
の
贈
与
は
、
た
と
え
婚
姻
が
贈
与
と
同
日
限
行
わ
れ
て
も
合
法
。

v 

⑬⑫  
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-
d
ロミ
ω与
肘
贈
物
が
滅
失
ま
た
は
消
費
さ
れ
た
ら
、
損
害
は
贈
与
者
に
帰
す
。
物
が
贈
与
者
の
も
の
で
あ
川
、
つ
滅
失
し
た
の
だ
か
ら
。

s
w

l

嫁
資
た
る
女
奴
が
生
ん
だ
少
年
に
扶
養
の
た
め
費
し
た
夫
は
、
そ
の
奉
仕
を
受
け
る
か
ら
費
用
償
還
さ
れ
な
い
。

T

2

夫
の
奴
隷
に
よ
り
奏
に
な
さ
れ
た
労
務
は
考
慮
外
日
禁
よ
加
敵
対
者
聞
の
如
く
論
、
せ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
。

T
S
W

3

2

2片
口
贈
ら
れ
た
十
金
で
萎
が
買
っ
た
奴
隷
が
五
金
な
ら
、
返
還
は
五
金
。
十
五
金
な
ら
、
夫
が
貧
し
く
な
っ
た
だ
け
の
一

O
金。

T
S
W

4
そ
の
一

O
金
で
奴
隷
が
二
人
が
買
わ
れ
、
一
人
死
、
他
が
一
言
に
値
上
る
。
;
一
個
の
議
で
か
、
別
々
に
買
わ
れ
た
か
で
異
る
。

S
W

5
F
S
H
H
Zほ
、
妻
が
夫
か
ら
の
贈
与
金
で
買
っ
た
奴
隷
を
通
じ
て
遺
賭
な
ど
取
得
せ
ば
、
こ
れ
川
沼
還
請
求
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。

W

6

妻
が
夫
か
ら
年
金
受
領
前
に
自
己
財
産
か
ら
出
費
せ
る
額
は
、
年
金
か
ら
消
費
さ
れ
た
も
の
と
す
。

)

W

7
P
T
妻
が
嫁
資
の
利
患
を
年
金
と
し
て
要
約
せ
ば
、
嫁
資
訴
訟
に
お
い
て
請
求
は
不
可
能
だ
が
相
殺
可
能
。

e

J

W

⑧

MMcgM》
広

ω谷
戸

E-nH
妻
が
夫
か
ら
の
贈
与
金
で
貿
っ
た
奴
隷
を
売
り
別
の
を
買
え
ば
後
者
の
危
険
負
担
は
妻
、
と
。
こ
れ
真
な
ら
明
。

T
S
W

l
r
r
g
u
妻
、
が
夫
か
ら
贈
ら
れ
た
羊
毛
か
ら
衣
服
を
作
れ
ば
、
'
そ
れ
は
妻
の
も
の
。

W

⑧
の
色
ロ
邑
た
だ
し
、
夫
に
準
訴
権
あ
り
。

7

J

W

@
司
O
B司
区

ωち
戸
し
か
し
、
夫
が
自
己
の
羊
毛
で
妻
の
た
め
に
衣
服
を
れ
け
れ
ば
、
妻
の
管
理
下
に
出
来
た
と
し
て
も
、
夫
の
も
が
。
、

W

-
妻
が
自
己
の
羊
毛
で
、
夫
の
女
奴
の
労
務
に
よ
っ
て
、
自
己
の
名
で
女
用
衣
服
を
作
っ
た
ら
、
妻
の
も
の
O

i

-

-

:

:

S

W

2
夫
か
ら
贈
ら
れ
た
敷
地
に
妻
が
建
て
た
貸
家
は
、
失
に
よ
り
勿
論
所
有
物
取
戻
さ
れ
る
が
、
妻
に
は
費
用
が
哨
躍
さ
九
一
日
。

T

W

3

各
五
金
の
奴
隷
二
人
が
五
金
で
売
ら
れ
た
ら
代
価
の
割
で
共
有
。
贈
与
の
た
め
ど
れ
ほ
ど
代
価
が
免
除
さ
れ
が
虻
が
考
慮
き
る
ベ
し
。

T
S
W

4
夫
婦
問
で
真
実
の
価
格
で
売
買
さ
れ
、
か
つ
売
主
は
担
保
の
責
に
任
ぜ
ず
と
の
贈
与
の
た
め
の
合
意
あ
れ
ば
、
そ
の
合
意
は
無
効
。

S
W

5

奴
織
が
逃
亡
者
放
浪
者
た
る
も
責
を
負
わ
ず
と
の
贈
与
の
た
め
の
合
意
の
場
合
も
同
様
。
即
ち
按
察
官
訴
権
、
貿
主
訴
権
あ
り
。

S
W

6

夫
は
、
期
限
附
債
務
を
、
贈
与
の
恐
れ
な
く
、
妻
に
即
座
に
弁
済
し
う
る
。

T
S
W

7

君
が
私
に
遺
贈
し
よ
う
と
す
る
物
を
、
私
の
懇
願
で
私
の
妻
に
遺
し
て
も
贈
与
で
は
な
い
。
私
の
財
産
が
減
じ
て
な
い
か
ら
。

S
W

8

夫
の
妻
へ
の
誕
生
祝
い
が
不
相
応
な
ら
贈
与
に
な
る
。
し
か
し
妻
の
粧
の
た
め
の
出
費
な
ら
反
対
。

T
S
W

9

妻
が
己
に
贈
ら
れ
た
金
銭
を
副
食
物
、
香
油
、
奴
隷
の
食
糧
に
費
し
た
な
ら
、
よ
り
富
ん
だ
と
は
み
な
さ
れ
ぬ
。

T
s
w

m
夫
は
萎
と
共
通
に
使
用
す
る
奴
隷
、
家
畜
に
与
え
た
食
糧
を
返
遺
請
求
し
え
ぬ
。
妻
の
家
内
奴
隷
な
ら
反
対
。

T
S
W

@
g司
uωω
与
戸
夫
婦
周
贈
与
が
か
か
る
有
様
な
の
で
カ
ラ
カ
ヲ
帝
は
法
の
厳
格
さ
を
多
少
緩
和
す
る
よ
う
「
勅
法
」
を
発
し
た
。

s
w

料

⑧ 

資
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法学史における夫婦問の贈与(上)

l

「
勅
法
」
は
妻
の
名
で
夫
、
が
賞
?
た
物
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
贈
与
に
及
ぶ
。
ゆ
え
に
債
務
も
法
上
の
も
の
に
な
る
。

2
「
勅
法
」
日
《
贈
与
者
が
後
悔
す
る
は
正
当
だ
が
、
彼
の
最
終
意
志
に
反
し
て
相
続
人
が
贈
物
を
奪
去
る
は
残
酷
貧
欲
》

3

後
悔
と
は
最
終
の
そ
れ
と
解
す
。
ゆ
え
に
、
妻
に
贈
与
し
後
悔
後
直
ち
に
後
悔
や
め
れ
ば
贈
与
有
効
。
遺
贈
に
お
け
る
と
同
様
。

贈
与
者
が
後
悔
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
明
白
な
ら
、
相
続
人
に
も
撤
回
権
あ
り
。
不
明
な
ら
判
決
人
は
贈
与
優
遇
せ
よ
。

失
が
、
贈
与
し
た
も
の
を
さ
ら
に
賓
と
し
て
与
え
た
ら
、
彼
は
、
所
有
権
は
保
持
し
て
い
て
も
、
後
悔
し
た
、
と
我
我
は
い
う
。

贈
与
者
が
奴
隷
と
な
っ
た
ら
、
贈
与
は
完
成
し
た
の
で
は
な
く
て
消
滅
す
。
同
様
に
、
受
贈
者
が
女
奴
隷
と
な
っ
た
ら
、
贈
与
消
滅
。

夫
が
妻
に
婚
与
後
、
罪
の
意
識
の
た
め
自
殺
し
ま
た
は
死
後
に
有
責
判
決
受
け
れ
ば
、
贈
与
は
撤
回
さ
れ
る
。

s
w

兵
士
が
軍
営
特
有
財
持
ゆ
ら
妻
に
贈
与
し
た
後
に
有
責
判
決
受
け
た
場
合
、
贈
与
有
効
。

s
w

「
塁
」
の
《
消
費
し
た
》
は
、
宮
ま
な
い
意
で
あ
る
。
然
ら
ず
し
て
受
運

E、
「
勅
法
」
の
利
益
が
生
ず
。

T
S
W

贈
与
後
め
離
婚
、
ま
た
は
受
贈
者
の
よ
り
早
い
死
亡
が
生
ず
れ
ば
古
法
の
通
り
。

s
w

離
婚
時
に
意
志
変
更
あ
る
も
復
縁
後
贈
与
者
が
意
志
を
更
新
し
て
死
せ
ば
贈
与
有
効
。

W

離
婚
で
は
な
く
て
仲
違
い
な
ら
、
そ
れ
が
止
品
似
贈
与
有
効
。

W

夫
婦
が
長
期
間
別
居
し
て
い
る
が
、
婚
姻
の
名
誉
を
も
ち
合
う
場
合
は
、
婚
姻
継
続
す
る
も
の
と
し
て
贈
与
無
効
。

W

贈
与
者
受
耐
用
者
伺
特
に
死
亡
せ
ば
、
ま
た
は
い
ず
れ
が
先
か
不
明
な
ら
、
贈
与
有
効
と
す
。
同
時
捕
虜
も
同
時
死
亡
と
同
じ
。

T
S
W

贈
与
し
た
も
の
の
う
ち
或
物
を
さ
ら
に
遺
贈
し
た
者
は
、
残
り
の
遺
贈
せ
ぬ
物
が
妻
に
属
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
な
い
、
と
は
解
さ
れ
な
い
。

「
勅
法
」
の
利
益
は
、
夫
婦
の
み
な
ら
ず
婚
姻
ゆ
え
に
贈
与
を
禁
止
さ
れ
た
他
の
人
人
も
含
む
。
例
え
ば
義
父
と
嫁
の
問
。
H
U

毛
-

H

同
旨
。

T
S
W

家
国
間
が
軍
営
特
有
財
産
か
ら
妻
に
贈
与
す
る
な
ら
、
考
慮
さ
れ
る
の
は
家
男
の
死
亡
で
あ
り
家
父
の
で
は
な
い
。

嫁
が
義
父
に
贈
り
義
父
が
先
に
死
ん
だ
場
合
、
贈
与
消
滅
か
?
夫
が
妻
よ
り
も
生
残
っ
た
の
だ
か
ら
有
効
か
?

T

W

義
父
が
嫁
に
婚
姻
解
消
通
告
す
れ
ば
、
こ
の
間
で
は
婚
姻
関
係
終
了
し
贈
与
無
効
。
夫
婦
問
の
婚
姻
自
体
は
存
続
す
る
が
。

T

W

二
人
の
義
父
が
繕
与
し
合
い
、
解
消
告
知
せ
る
時
も
同
様
。
た
だ
し
、
婚
姻
お
よ
び
家
長
権
存
続
中
に
贈
与
者
死
す
こ
と
必
要
。

T
S
W

義
父
聞
の
贈
与
は
、
一
方
が
夫
婦
を
家
父
権
免
協
相
す
れ
ば
、
「
勅
法
」
の
利
益
に
与
ら
ず
。

T

W

婚
約
男
が
婚
約
女
に
、
婚
姻
時
に
実
現
さ
れ
る
嫌
与
を
な
せ
ば
夫
婦
間
贈
与
と
は
解
さ
れ
ず
と
も
、
「
勅
法
」
の
利
益
あ
る
も
の
と
す
。

s
w

現
物
で
あ
れ
債
務
免
除
で
あ
れ
蛸
与
有
効
に
な
示
日
受
領
問
答
契
約
で
萎
を
免
除
す
る
な
ど
。
全
財
産
贈
与
宮
司
〕
も
「
勅
法
」
で
有
効
。
相
判

4 

s
w
 

T
S
W
 

T
S
W
 

T
S
W
 

T

W
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料

M

贈
与
の
た
め
締
結
さ
れ
た
組
合
は
一
般
に
無
効
ゆ
え
、
夫
婦
問
で
も
無
効
。
「
勅
法
」
後
で
も
組
合
訴
権
発
生
せ
ず
。

T
S
W

5

売

買

が

贈

与

の

た

め

締

結

さ

れ

た

場

合

も

同

様

。

、

4

J

S

W

U
O

贈
与
の
た
め
少
額
売
買
さ
れ
ま
た
は
そ
の
後
に
代
金
免
除
さ
れ
た
場
合
、
我
我
は
「
勅
法
」
に
よ
り
贈
与
消
神
と
認
制
。

s
w

幻
婚
約
女
と
結
婚
せ
る
も
、
こ
れ
が
許
さ
れ
て
い
な
い
時
、
贈
与
は
婚
約
中
に
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
有
効

hワ

T
s
w

m
し
か
し
、
婚
姻
禁
止
(
後
見
人
と
被
後
見
女
な
ど
)
な
の
に
結
婚
す
れ
ば
、
婚
約
中
の
贈
与
と
し
て
有
効
に
な
る
こ
と
な
し
。

T
S
W

⑬

c
e
g
p
σ
戸
妻
が
要
約
せ
る
年
金
は
婚
制
継
続
中
は
訴
え
え
ぬ
が
、
夫
死
せ
ば
問
答
契
約
は
「
勅
法
」
に
よ
り
確
官
さ
れ
る
と
い
え
る
。

s
w

1

逆
に
妻
が
夫
へ
の
年
金
支
給
し
た
ら
、
異
常
だ
か
ら
、
現
存
物
の
所
有
物
取
戻
の
ほ
か
に
富
ん
だ
だ
け
返
還
請
求
一
い
で
き
る
。

T

W

2

夫
が
妻
か
ら
そ
の
年
金
を
.
要
約
し
、
妻
が
先
に
死
せ
ば
、
「
勅
法
」
に
よ
り
贈
与
治
癒
さ
る
。

T

W

@
C
S
K
S
F
σ
夫
が
妻
小
ら
贈
ら
れ
た
物
を
共
通
の
家
女
に
嫁
資
と
し
て
与
え
れ
ば
、
前
の
贈
与
は
無
効
だ
が
嫁
資
は
有
効
。

T
S
W

@

C

Z
依
止
法
律
の
定
が
に
従
わ
ね
離
婚
の
後
で
な
さ
れ
た
贈
与
叫
ノ
婚
州
は
解
消
と
解
さ
れ
ぬ
か
ら
、
無
効
。

T

W

⑧

同

ν
2
-
g
a
戸
贈
物
現
存
せ
ば
所
有
物
取
戻
あ
る
も
、
贈
与
は
白
什
原
因
だ
か
ら
、
返
還
さ
れ
ね
ば
、
適
正
な
評
価
と
追
奪
保
証
必
要
。

s
w

l

婚
約
男
が
婚
約
女
に
他
人
の
指
輪
を
贈
り
、
婚
姻
後
自
己
の
も
の
と
取
換
え
た
ら
、

Z
R
g
h
新
た
な
贈
与
で
は
な
い
か
ら
妻
の
も
の
。

w

@

H己
口
岳
問
委
が
夫
か
ら
贈
ら
れ
た
物
を
悪
意
で
現
存
せ
ぬ
よ
う
に
し
た
ら
、
夫
に
提
示
訴
権
、
不
法
損
害
訴
権
あ
り
。

T
S
W

⑧

〉

民

ω
仏

M
m
F
失
と
そ
の
兄
弟
の
共
有
奴
織
が
そ
の
子
を
兄
弟
の
妻
に
贈
れ
ば
、
夫
の
と
同
じ
持
分
に
つ
き
、
妻
の
も
の
と
な
ら
ず
。

-
三
人
兄
弟
の
う
ち
一
人
が
妻
を
も
ち
、
そ
し
て
共
有
物
を
妻
に
贈
与
し
た
場
合
も
同
様
。

E

;

Eロ
妻
〔
C
〕
に
贈
与
を
欲
す
る
夫
〔
A
〕
が
萎
に
己
の
債
務
者
〔
B
〕
か
ら
要
約
す
る
を
許
し
、
妻
が
金
銭
受
領
前
に
酔
。

T
S
W

C
Z
N
B司
体
面
を
保
つ
た
め
妻
か
ら
夫
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
そ
れ
に
必
要
な
限
り
は
有
効
で
あ
っ
て
、

T
S
W

F
R河
口
町
酌
お
尚
己
〔
承
前
〕
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
も
、
夫
の
顕
官
の
衣
裳
の
た
め
に
妻
は
贈
与
し
う
る
と
勅
法
し
た
。

T
S
W

O
E
ロ
&
最
近
ピ
ウ
ス
帝
に
よ
り
名
誉
の
た
め
の
贈
与
が
認
め
ら
れ
た
。
例
え
ば
夫
に
緋
衣
、
騎
土
階
級
、
斗
技
費
用
を
得
さ
す
た
め
。

T
S
W

F
己

見

ぬ

夫

婦

聞

の

追

放

ゆ

え

の

贈

与

は

可

能

。

、

O

J

S

W

Z
2
印

同

MMmgZ
第
三
者
が
夫
の
物
を
妻
へ
贈
り
、
夫
婦
と
も
夫
の
物
と
知
ら
ず
ば
、
妻
使
用
取
得
、
夫
懇
意
な
ら
贈
与
に
な
り
使
用
取
調
勺
し
。

W

C
J
H
斗
丘
豆
R
S
-
T
妻
の
土
地
に
建
築
し
た
夫
こ
れ
を
引
離
し
て
も
、
自
分
に
役
立
ち
妻
に
損
害
を
与
え
ず
は
元
老
院
議
決
に
反
せ
ず
。

s

c-ZNa夫
婦
問
で
的
干
の
贈
与
は
存
在
せ
ず
。

w

資

@@@@@@j，@⑧ 
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ヘ

「

i

法学史における夫婦問の贈与(上)

P}
同
仏
仲
間
夫
に
よ
る
萎
の
財
産
の
た
め
の
出
費
が
、
妻
の
事
務
管
理
を
し
た
の
か
、
夫
と
し
て
の
義
務
に
駆
ら
れ
た
の
か
は
事
実
問
題
。

わ
ゆ
白
川
副
会
問
夫
が
妻
に
贈
与
し
た
物
は
夫
の
も
の
で
、
所
有
物
取
戻
さ
れ
る
。
妻
が
夫
に
多
額
の
遺
贈
を
し
て
る
こ
と
は
関
係
な
い
。
w

喜同
8
己
記
何
父
権
下
の
共
通
の
家
男
に
父
の
死
後
土
地
が
移
る
を
欲
せ
る
妻
が
、
死
後
は
家
男
に
返
還
さ
る
べ
し
と
父
へ
引
渡
す
。

T
S
W

H
2
5
0
百
二
奏
か
二
O金
で
袈
献
を
買
い
、
夫
が
五
金
を
売
主
に
与
え
離
婚
後
奴
隷
の
価
値
下
落
に
関
係
な
く
五
金
を
動
求
可
持
s
w

l

と
こ
ろ
が
、
先
に
妻
が
買
っ
た
の
で
な
く
、
夫
か
ら
そ
の
た
め
の
金
銭
を
受
取
っ
た
の
な
ら
、
奴
隷
の
死
や
値
下
り
の
損
害
は
夫
に
属
す
。

T
S

@
旬
。
自
司
日
包

ρ
ζ
ρ
r
y向

5
5
h
妻
が
ど
こ
か
ら
得
た
か
不
明
の
財
産
は
失
に
由
来
す
る
も
の
と
す
。

T

@

F
匂

g
A
E
g
仲
戸
賃
貸
は
確
定
賃
金
を
要
件
と
す
る
か
ら
贈
与
の
た
め
の
も
の
は
無
効
。
寄
託
は
贈
与
の
た
め
少
額
に
評
価
さ
れ
て
も
有
効
、
s

-

妻

〔

A
〕
が
夫
〔
C
〕
に
対
す
る
土
地
果
実
か
確
定
金
銭
の
死
因
約
束
を
相
続
人
〔
B
〕
に
命
じ
、
夫
先
に
死
せ
ば
、
問
答
契
約
解
消
さ
る
o
S
W

⑧
可
名
r
a
司
戸
義
父
が
死
因
に
よ
り
婿
ま
た
は
嫁
に
贈
与
し
て
も
無
効
。
義
父
が
死
亡
し
て
も
婚
姻
は
解
消
さ
れ
な
い
砂
市
。
w

l

評
価
さ
れ
た
嫁
資
を
、
夫
か
ら
許
さ
れ
て
使
用
す
る
妻
が
、
こ
れ
を
悪
化
せ
し
め
た
と
き
、
夫
に
損
害
の
相
殺
は
許
さ
れ
ず
。

@
E
M
】
∞
同
自
℃
嫁
資
の
利
息
を
要
約
し
か
っ
請
求
せ
ぬ
夫
が
嫁
資
の
特
定
遺
婚
後
、
信
託
遺
贈
で
贈
与
確
認
せ
ば
、
贈
与
た
る
免
除
。
s
w

⑧
宮
己
申
告
凶
作
己
妻
か
ら
贈
ら
れ
た
金
銭
で
物
を
買
っ
た
夫
支
払
不
能
で
、
物
現
存
す
る
場
合
、
贈
与
に
よ
り
富
ん
だ
ゆ
え
返
還
請
求
あ
り
。

T
S
W

⑧
ω
B
2
ω
』

g
g
H
私
〔
A
〕
に
死
閤
贈
与
す
る
某
〔
B
〕
に
妻
〔
C
〕
に
与
え
よ
と
命
、
ず
も
無
効
。
私
は
も
つ
は
ず
の
を
も
た
ず
貧
く
な
る
か
ら
。
s
w

@
F
E
-
吋

H
g
u
贈
ら
れ
た
金
銭
の
条
件
附
返
還
約
せ
ば
消
費
貸
借
金
に
転
換
す
る
が
、
そ
の
問
答
契
約
証
明
さ
れ
ね
ば
富
ん
だ
額
の
み
請
求
さ
る
。
w

⑧

ω
円
曲

2
N
H
g
u
w
内
縁
時
に
与
え
ら
れ
た
土
地
を
婚
姻
後
に
返
し
た
な
ら
、
贈
与
と
い
う
よ
り
は
法
律
行
為
あ
り
と
解
さ
る
。
s

i

奴
隷
の
食
糧
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
内
縁
の
時
期
に
贈
ら
れ
た
食
糧
は
返
還
請
求
さ
れ
え
な
い
。

S
W

2

母
の
事
務
に
与
る
家
男
が
母
の
金
で
同
意
の
も
と
に
自
己
の
名
で
物
を
買
い
、
父
権
下
に
死
せ
ば
、
母
が
父
に
対
し
特
有
財
産
訴
権
あ
り
。
s
w

@
E
E
-
N
時
三
嫁
資
と
し
て
受
取
る
よ
う
に
と
妻
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
夫
の
死
亡
に
よ
り
治
癒
す
。

W

⑧

民

自

己

N

M

Z

H

a

広

戸

継

父

と

継

子

聞

の

贈

与

に

婚

姻

を

理

由

と

す

る

禁

止

は

な

い

。

w

i

離
婚
を
原
因
と
す
る
夫
婦
聞
の
贈
与
は
許
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
神
官
職
、
不
任
、

F
H
H
H
仏
。
〔
承
前
以
老
年
、
病
気
、
軍
役
の
た
め
婚
娘
が
満
足
に
維
持
さ
れ

4
b
t
と
は
し
ば
し
ば
起
る
か
ら
で
あ
り
、

国
g
H
H
N
H
E
S
ユ
戸
〔
承
前
〕
そ
し
て
、
こ
の
贈
与
ゆ
え
に
婚
姻
解
消
が
平
穏
裡
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

離
婚
後
婚
姻
更
新
な
く
ば
夫
婦
問
の
贈
与
は
確
認
さ
れ
ず
。
保
護
者
と
被
解
放
女
の
間
で
離
婚
に
暇
庇
あ
り
と
も
同
様
。

@@@@  

T 
S 
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料

@@⑧⑧ 
H
U釦戸

L
M
W
包

Z
R
夫
の
建
物
に
結
合
さ
れ
た
妻
の
物
が
、
引
離
さ
れ
て
も
な
お
何
か
の
役
に
立
っ
と
き
は
こ
れ
を
訴
え
う
る
。

HS
由
民
吉
田

H
F
V
失
が
離
婚
せ
る
妻
に
復
帰
せ
よ
と
何
か
を
与
え
、
復
帰
す

0
1
p与
一
離
婚
が
真
実
な
ら
贈
与
有
効
、
仮
装
な
ら
反
対
。

T

c
gご
皇
未
成
熟
の
妻
に
対
す
る
贈
与
は
有
効
。

g

T

S

ω
E
2
由
岳
四
戸
莱
男
に
一
定
期
日
に
嫁
す
莱
女
は
、
失
家
に
導
か
れ
る
前
に
、
そ
し
て
嫁
資
証
書
に
捺
印
す
る
前
に
贈
与
し
て
も
無
効
。

W

婚
姻
三
目
前
に
庭
に
導
か
れ
し
か
し
離
れ
に
い
る
未
婚
女
へ
、
婚
姻
当
日
、
し
か
し
彼
の
許
に
移
る
前
に
贈
与
し
た
ら
離
婚
後
請
求
し
え
ず
。

w

r
r
g
N
宮
吾
妻
が
夫
ま
た
は
彼
の
権
力
下
に
あ
る
者
か
ら
贈
ら
れ
た
金
銭
で
奴
隷
を
買
い
、
こ
れ
を
贈
与
の
た
め
夫
に
引
渡
せ
ば
、
有
効
。

w

資

@ 三
九
巻
五
章
「
一
贈
与
に
つ
い
て
」

①
同
己
二
二
回
二
贈
与
に
は
い
く
つ
か
あ
る
。
即
時
に
護
者
の
も
の
と
な
る
意
思
与
え
れ
ば
薬
品
与
、
将
来
な
ら
、
非
本
来
的
贈
明

w

-
婚
約
男
が
婚
約
女
に
、
婚
娘
が
後
続
せ
ね
ば
物
は
取
去
ら
れ
る
意
図
で
与
え
れ
ば
、
返
還
請
求
あ
り
う
る
〔
こ
れ
も
非
本
来
的
贈
与
〕

o

w

②
阿
己
き
仏
仲
間
戸
金
銭
脳
陣
与
を
欲
す
る
家
男
が
父
の
命
令
で
約
束
す
れ
ば
、
贈
与
有
効
。
「
た
場
合
同
様
贈
与
有
効
と
認
め
ら
る
。

T

W

I

父〔
A
〕が
T
〔
C
〕
に
贈
与
欲
し
家
男
〔
B
〕
に
命
じ
約
束
さ
せ
た
場
合
、
家
男
が
約
束
額
だ
け
父
の
債
務
者
な
ら
、
他
人
に
命
じ

T
S
W

2

私
〔
A
〕
に
金
銭
贈
与
欲
す
る
君
〔
B
〕
に
、
同
額
を
T
〔
C
〕
に
対
し
約
束
せ
よ
と
私
が
命
ぜ
ば
、
贈
与
は
す
べ
て
の
人
の
聞
で
完
変
。

T
S
W

3

し
か
し
債
務
誤
信
せ
る
私
〔
B
〕
が
君
〔
A
〕
の
命
令
で
君
が
贈
与
欲
す
る
者
〔
C
〕
に
約
束
せ
ば
異
る
い
私
は
悪
意
の
抗
弁
で
堕
世
九
州
J
)

。

T
S
W

4

債
務
誤
信
せ
る
私
〔
B
〕
が
君
〔
A
〕
の
命
令
で
君
に
よ
り
君
の
債
権
者
と
誤
信
さ
れ
た
者
〔
C
〕
に
金
銭
約
束
せ
る
場
合
も
同
様
。

T
S
W

5

T
が
私
に
金
識
を
S
が
執
政
瞬
間
に
な
っ
た
時
に
私
の
も
の
に
な
る
条
件
で
与
え
れ
ば
、
金
銭
は
T
死
す
と
も
私
の
も
の
に
な
る
。

S

6

訟
に
贈
与
せ
ん
と
す
る
者
が
、
他
人
に
金
銭
を
私
に
届
け
よ
と
与
え
、
私
に
届
く
前
に
死
せ
ば
、
金
銭
は
私
の
所
有
に
な
ら
ぬ
。

7

奴
隷
S
を
質
う
条
件
で
一

O
金・を
T
に
与
え
、
買
わ
れ
る
前
に
奴
隷
死
す
。
一

O
金
を
取
返
せ
る
か
?
解
答
日
む
し
ろ
事
実
問
齢
。

⑧

C
ザ
混
乱
一
一
般
に
、
贈
与
の
原
因
だ
っ
た
か
条
件
だ
っ
た
か
の
区
別
が
重
要
。
贈
与
原
因
な
ら
、
返
還
請
求
な
し
。
条
件
な
ら
、
あ
り
。

④

F
S唱
見

V
V
介
在
者
に
よ
っ
て
も
贈
与
は
完
成
さ
れ
る
。

⑤

C
Z
U
N
V
F
正
し
い
愛
情
に
よ
る
繕
与
も
然
ら
ざ
る
も
の
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥

g
sま
あ
る
者
が
己
の
土
地
か
ら
石
を
取
出
す
こ
と
を
贈
与
の
た
め
を
許
し
が
、
一
種
の
引
渡
に
よ
り
私
の
も
の
に
な
る
。

⑦

C
Z
た
ω与
戸
家
男
は
贈
与
し
あ
え
ず
。
特
有
財
産
の
自
由
な
管
理
に
も
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
ま
で
は
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。

そ
れ
な
ら
ば
、
正
し
い
理
由
に
よ
る
な
ら
贈
与
あ
り
と
い
え
な
い
の
か
?

o 

S 
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法学史における夫婦聞の贈与(上)

贈
与
も
許
す
の
明
一
言
の
も
と
に
家
男
に
特
有
財
産
の
自
由
な
管
理
が
許
さ
れ
た
ら
、
彼
が
贈
与
し
う
る
を
私
は
疑
わ
ぬ
。

こ
の
こ
と
は
明
示
さ
れ
な
く
て
も
人
の
点
で
推
定
さ
れ
る
日
家
男
、
が
元
老
院
身
分
な
ど
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
。

家
男
は
贈
与
禁
止
と
向
じ
理
由
か
ら
死
因
贈
与
も
禁
止
さ
れ
る
。
父
の
意
志
に
よ
る
な
ら
ば
死
因
贈
与
も
可
能
で
あ
る
が
。

た
だ
し
、
贈
与
が
許
さ
れ
て
も
、
特
に
死
因
贈
与
が
許
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
こ
れ
は
不
可
能
。

6

軍
営
特
有
財
産
を
も
っ
者
は
、
遺
書
能
力
あ
れ
ば
、
贈
与
も
死
因
贈
与
も
可
能
。

T

⑧
宮
己
回
目

ω与
被
解
放
者
が
与
え
ら
れ
た
自
由
を
原
因
と
し
て
給
付
す
る
も
の
は
贈
与
で
な
い
。
「
例
え
ば
期
限
前
に
は
請
求
せ
ぬ
合
意
。

⑨

同
M
C
B
司

g
e
r
m
-
無
償
で
住
む
者
は
賃
料
の
不
払
を
取
得
し
た
と
み
え
る
か
ら
贈
与
あ
り
。
有
体
物
の
贈
与
な
く
も
贈
与
有
効
だ
か
ら
。

S
W

1

贈
物
か
ら
収
取
さ
れ
た
果
実
は
贈
与
に
鯨
た
さ
れ
な
い
。
し
か
し
土
地
白
体
で
な
く
て
果
実
の
収
取
だ
け
を
贈
れ
ば
、
算
入
さ
れ
る
。

T
S
W

2

家
男
が
父
の
命
令
ま
た
は
意
志
で
贈
与
す
る
は
、
父
自
身
、
が
贈
与
す
る
か
ま
た
は
君
、
が
私
の
意
志
で
私
の
物
を
君
の
名
で
調
4
と
同
様
。

S

3

受

贈

者

の

も

の

に

な

る

物

で

な

け

れ

ば

贈

与

さ

れ

な

い

。

「

れ

ば

、

贈

物

の

所

有

者

と

な

ら

ず

o

s

⑩

E
ロ
-
E
V
σ
不
在
の
受
贈
者
は
、
既
に
己
の
も
と
に
あ
る
物
の
所
有
者
た
れ
と
の
命
令
を
知
ら
ず
、
ま
た
送
付
さ
れ
た
物
を
受
領
せ
ざ

T
S
W

⑬

の

E
包
o
-
m同
贈
与
の
制
限
額
が
問
題
に
な
る
時
は
、
産
児
、
果
実
、
年
金
、
賃
料
、
ど
の
名
目
で
も
贈
与
あ
り
と
は
み
な
さ
れ
ず
。

T
S
W

⑫

C
ザ

ω
任
名
贈
与
約
束
者
は
ピ
ウ
ス
帝
の
指
令
に
よ
り
、
贈
与
に
よ
ら
ぬ
債
務
を
差
引
い
た
履
行
可
能
額
の
み
を
訴
求
さ
れ
る
。

T
S

⑬

5
1
2
私
に
贈
与
欲
す
る
妻
、
私
と
T
の
共
有
奴
隷
に
物
を
引
渡
す
。
奴
隷
が
T
の
た
め
叉
は
両
者
の
た
め
の
取
得
と
し
て
受
建
ば
ワ

⑭

F
目
見
会
開
他
人
の
土
地
を
贈
与
の
た
め
耕
す
者
は
、
費
用
の
た
め
の
留
保
な
し
え
ず
日
彼
の
投
入
物
は
土
地
所
有
者
の
も
の
に
な
る
か
ら
。

s
w

⑮

F
E
N
S司
死
罪
を
犯
せ
る
後
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
既
に
判
決
あ
れ
ば
勅
法
に
よ
り
無
効
。

⑮

C
S
N
S同
)
《
私
の
相
続
人
は
私
が
被
解
放
者
に
全
衣
料
を
贈
与
し
た
こ
と
を
知
る
べ
し
》
な
る
書
面
は
被
解
放
者
に
有
利
に
解
釈
さ
る
。

⑫

d
q
g
a
既
判
債
務
、
が
更
改
の
た
め
問
答
契
約
に
直
さ
れ
、
こ
れ
が
贈
与
の
た
め
受
領
問
答
契
約
で
免
除
さ
れ
る
な
ら
、
贈
与
あ
り
。

s
w

⑮

C
ザ

コ

丘

町

〉

5
8
一
法
律
行
為
に
贈
与
が
混
合
し
て
い
る
の
で
、
債
務
は
贈
与
あ
る
場
合
に
は
締
結
さ
れ
な
い

0
3
5司
・
が
〉
を
伝
う
い

S

I
T集
室
に
五
年
後
に
解
放
せ
よ
お
渡
せ
ば
五
年
以
前
は
贈
与
内
在
す
る
と
み
与
え
る
ゆ
え
訴
不
能
。
即
嬬
恨
の
た
め
な
ら
債
務

S
W

2

〉
日
右
の
五
年
後
の
場
合
の
奴
隷
が
他
人
の
も
の
な
ら
、
一
種
の
贈
与
介
入
す
る
ゆ
え
、
使
用
取
得
さ
れ
る
か
疑
わ
る
。
「
ゆ
え
訴
可
能
。

s

3
E
E
H
或
者
私
に
他
人
の
物
を
贈
り
、
私
が
こ
れ
に
費
用
を
か
け
追
奪
さ
れ
た
時
、
贈
与
者
に
対
す
る
訴
権
は
な
い
。

s
w

⑮

5
1白
色
戸
都
市
へ
の
贈
与
は
、
片
慨
が
正
し
い
原
因
の
た
め
か
否
か
だ
け
が
問
題
で
、
官
職
を
得
る
た
め
な
ら
拘
束
さ
る
。

S

2 3 4 

1、

5 

S S 
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料

ピ
r
g
H
弁
護
し
た
、
保
証
し
た
、
訟
の
労
務
や
信
用
を
使
わ
せ
た
、
と
い
う
仕
事
の
報
酬
は
、
贈
与
関
係
の
そ
と
に
あ
る
。

無
償
出
摘
は
こ
れ
を
欲
せ
ぬ
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

T
S
W

或
者
〔
A
〕
が
S
〔
C
〕
に
贈
与
欲
し
、

S
に
返
せ
と
消
費
貸
借
金
を
T
〔B
〕
に
与
え
、

T
が
S
に
与
え
た
ら
、
金
銭
は
S
の
も
の
に
な
る
。

s
w

被
解
放
後
に
奴
隷
時
の
借
金
額
を
約
束
せ
ば
贈
与
で
は
な
く
弁
済
な
り
。
後
見
人
の
助
成
な
か
り
し
負
債
額
を
助
成
得
て
約
束
せ
る
未
成
年
S

原

因

の

た

め

に

な

さ

れ

る

こ

の

よ

う

な

問

答

契

約

は

贈

与

を

含

ま

ぬ

。

「

者

も

同

様

u

ゆ
え
に
早
同
二
私
の
名
を
帯
び
る
な
ら
と
い
う
条
件
で
の
君
に
対
す
る
誓
約
は
、
目
的
の
た
め
為
さ
れ
た
ゆ
え
、
贈
与
で
は
な
い
。

s
w

富
田
H
a
-
N
N
L
M
問
戸
被
解
放
者
に
よ
り
義
務
分
に
つ
き
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
保
護
者
が
信
託
遺
贈
受
遺
者
に
約
束
す
る
も
支
払
強
制
さ
れ
ず
。

w

l

フ
ア
ル
キ
ヂ
ア
法
に
よ
り
留
保
し
う
る
の
に
、
遺
言
者
の
意
志
を
追
い
、
そ
の
付
与
を
約
束
せ
る
者
は
、
自
ら
の
認
諾
に
背
き
え
ず
。

w

@
わ
ゆ
-
留
任
問
戸
私
〔
A
〕
に
贈
与
欲
す
る
君
〔
B
〕
が
私
の
指
図
で
私
の
債
権
者
〔
C
〕

に

約

束

す

日

有

効

。

〈

帥

)

S

W

1

制
限
超
過
贈
与
の
た
め
私
〔
A
〕
に
よ
り
君
〔
C
〕
へ
の
約
束
命
じ
ら
れ
た
私
の
債
務
者
〔
B
〕
は
、
君
の
訴
を
抗
弁
で
却
け
え
ず
。

T
W
S

⑫
富
。
ι
∞
仏
民
贈
与
の
た
め
金
銭
を
約
束
せ
る
者
が
遅
延
利
子
支
払
の
要
な
き
は
衡
平
。
ま
し
て
贈
与
は
誠
意
契
約
に
は
い
ら
ぬ
か
ら
〔
ル
仲
間
》
〕

T
W
S

⑧
忌
O
L
5
H
由
旬
肝
債
権
者
は
合
意
に
よ
り
将
来
の
利
子
を
免
除
も
減
じ
も
で
き
る
。
こ
の
種
の
贈
与
で
は
制
限
額
に
も
と
づ
く
取
庇
生
ぜ
ず
。
T
W
S

-
狂
人
は
贈
与
な
し
え
ず
。

@
H
E
E
2
P
B
贈
与
の
た
め
制
限
額
超
過
金
銭
を
約
束
し
た
者
の
保
証
人
に
は
、
主
た
る
債
務
者
の
意
志
に
反
す
と
も
抗
弁
与
え
ら
る
べ
し
。

⑧
H
2
申
告
買
私
の
名
で
T
に
贈
れ
と
私
か
ら
物
を
与
え
ら
れ
た
君
が
自
分
の
名
で
与
え
た
ら
受
領
者
の
も
の
と
な
ら
ず
。

T
S

⑧
M
v
o
s
-
v
品
包

ρ宮
単
な
る
勘
定
記
入
は
何
人
を
も
債
務
者
に
せ
ず
日
贈
ろ
う
と
す
る
物
を
債
務
な
り
と
-
記
入
し
て
も
贈
与
と
は
認
め
ら
れ
ず
。
T
S

⑫

宮

司

包

官
ω
2
R
か
ら
N
へ
手
紙
日
《
弁
論
に
よ
り
私
を
立
派
に
し
た
か
ら
あ
の
部
屋
に
住
む
こ
と
を
贈
り
許
す
》
R
死
後
住
居
の
(
和
生
ず
o
T
S
W

⑧
宮
司

ω
B℃
戸
父
、
が
自
分
に
迭
さ
れ
た
相
続
財
産
を
父
権
免
除
せ
る
娘
に
贈
与
せ
ば
、
娘
は
相
続
債
権
者
を
満
足
さ
町
一
心
か
、
父
を
防

S
W

⑧
司
a
H
N
同
官
官
戸
お
よ
そ
法
の
強
制
な
し
に
譲
ら
れ
た
も
の
が
贈
与
と
み
な
さ
れ
る
。
「
禦
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

T

W

-
法
廷
に
お
け
る
認
諾
を
し
た
者
は
、
法
に
よ
っ
て
訴
権
を
失
う
。

S

2

ま
だ
生
存
中
の
近
親
〔
第
三
者
〕
の
遺
産
の
贈
与
は
無
効
日
か
か
る
贈
与
を
し
つ
つ
こ
れ
を
相
続
す
る
者
に
は
相
続
の
訴
拒
否
さ
る
べ
し
。

⑧
喜
円
円
借
生
三
〔
承
前
〕
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
相
続
人
に
値
し
な
い
者
だ
か
ら
。

@
H
V
右
足
括
的
司
戸
内
縁
女
へ
の
贈
与
は
撤
回
し
え
ず
。
後
に
当
時
者
聞
に
婚
姻
あ
る
も
、
以
前
に
法
上
有
効
な
も
の
は
無
効
に
な
ら
ず
。

S 

2 

資
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法学史における夫婦問の贈与(上)

母
、
が
娘
の
名
で
娘
の
夫
に
引
渡
せ
ば
、
立
合
え
る
娘
に
贈
与
さ
れ
娘
か
ら
夫
に
引
渡
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
、
立
腹
せ
る
母
に
返
還
請
求
な
し
。

s
w

父
か
ら
奴
隷
を
贈
ら
れ
た
家
女
が
、
父
権
免
除
の
際
に
特
有
財
産
を
取
上
げ
ら
れ
な
い
な
ら
、
贈
与
は
完
全
に
な
っ
た
と
み
な
さ
る
。

寄
託
者
の
み
が
、
そ
の
死
後
は
某
の
み
が
、
請
戻
し
う
る
と
の
附
款
あ
る
寄
託
は
贈
与
と
は
み
な
さ
れ
ぬ
。

S

叛
逆
罪
を
犯
せ
る
後
の
贈
与
は
、
訴
追
前
に
本
人
死
す
も
相
続
人
が
訴
追
さ
れ
る
か
ら
、
不
可
能
。

ω
S
2
日

5匂
L
が
手
紙
を
書
い
た
日
《
君
は
あ
の
家
を
無
償
で
欲
す
る
間
使
う
べ
し
》
こ
の
場
合
L
の
相
続
人
は
意
志
変
え
う
る
。

s
w

同
時
∞

E
H
e
F同
戸
贈
与
の
た
め
に
誓
約
し
た
も
の
を
弁
済
約
束
し
た
者
に
対
す
る
弁
済
約
束
訴
訟
は
全
額
で
な
く
弁
済
可
能
額
を
限
度
と
す
。

S

1

贈
与
者
に
即
座
に
消
費
貸
借
と
し
て
与
え
ら
る
べ
し
と
の
附
款
で
贈
与
の
た
め
金
銭
が
渡
さ
れ
た
ら
、
金
銭
所
有
権
の
移
転
に
妨
げ
な
し
。

2

崎
も
聾
も
贈
与
を
禁
止
さ
れ
な
い
0

1

「
可
能
額
で
な
く
全
額
。

3

P

〔B
〕
が
君
〔
A
〕
に
、
君
が
S
〔
C
〕
に
贈
与
欲
し
、

P
が
S
に
約
束
せ
ば
贈
与
完
全
o
p
S
聞
に
は
贈
与
な
く
、
判
決
は

S
W

⑧
宮
己
印
再
三
戸
贈
与
の
(
舵
恩
で
父
〔
A
〕
が
父
権
免
除
の
息
子
〔
C
〕
の
名
で
金
銭
貸
付
け
、
息
子
が
〔
B
か
ら
〕
要
約
せ
ば
贈
与
完
全
。

s
w

-
甲
が
乙
を
追
剥
か
ら
奪
い
返
し
た
た
め
に
何
か
受
取
れ
ば
、
こ
れ
は
徹
回
し
え
ざ
る
贈
与
で
あ
る
。
〔
報
償
前
贈
与
〕
「
か
っ
た
ら

?
s
w

⑨

伊

B
d
臼

仏

釘

肝

T
が
S
へ
手
紙
《
君
を
解
放
し
全
特
有
財
産
を
譲
る
一
》
の
後
、

S
と
某
R
を
相
続
人
に
指
定
し
、

S
に
特
有
財
産
を
遺
贈
し
な

1

T
が
M
に
土
地
を
贈
与
し
た
後
S
に
抵
当
に
入
れ
次
い
で

M
を
空
の
占
有
に
招
入
れ
た
場
合
、
贈
与
は
完
全
。
た
だ
し
品
国
債
務
は
有
効
。

2

祖
母
が
孫
の
名
で
貸
付
け
、
利
子
取
立
て
、
債
務
者
の
証
書
を
孫
か
ら
受
取
る
日
債
務
者
が
孫
に
義
務
負
う
ゆ
え
贈
与
完
全
。

S

(

i

)

神
谷
笑
子
「
夫
婦
聞
の
契
約
」
(
契
約
法
大
系
I
昭
和
三
七
年
所
収
〉

(

2

)

概
観
に
便
利
な
文
献
日
切
R
n
r
Z
L
L
H
H
F
S
F崎
正
同
庁
円

ω円
広
島
ロ
ロ
問

w
Q
S
S
叶
白

lHCω
・門戸

ζ
2
2
H
H
(同∞∞市
)
N
∞出〉・
ωU
後
出
註
β
。

(

3

)

概
説
と
し
て
日
世
良
晃
士
山
郎
「
サ
ヴ
ィ
ェ

l
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
周
年
記
念
別
冊
付
録
所
収
・
昭
和
三
二
年
)
、
同
「
法
史
学
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
六

三
年
七
月
号
臨
時
増
刊
「
法
学
案
内
「
所
収
)
。

(

4

)

本
文
の
り
・
N
品
切
同
町
一
0
・
ω夕
日
の
ほ
か
に
、

U
・

s-∞
(
死
因
贈
与

x
p
m
w
同
町
(
夫
婦
問
、
親
子
間
の
贈
与
)
二
日
・
∞
w
a
(贈
与
〉
u

。・

P
E
(負

担
附
、
条
件
附
贈
与
等
)

U

ゎ・∞
wm印
(
撤
回
)

V

A

U

・∞・

8
(死
因
贈
与
)
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
源
は
、
古
典
法
の
贈
与
概
念
を
探
る
の
に
あ
ま
り
関

係
が
な
い
し
(
勅
法
集
に
み
ら
れ
る
古
典
時
代
以
後
の
贈
与
は
法
律
行
為
(
ロ
認
D
E
g
)
で
あ
っ
て
、
原
因
関
係
(
円
E
E
)
で
は
な
い

U
F
E
岡

M
g

l
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
贈
与
概
念
形
成
に
も
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
省
略
す
る
。

ハ
5
〉
最
上
段
の
数
字
は
レ
ツ
グ
ス
ハ
H
フ
ヲ
グ
メ

γ
ト
〉
を
、
次
段
の
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
、
最
下
段
の

T
、

s、
ま
た
は

W
は
当
該
法
文
が
、
吋

Hugs-

2 3 4 
⑮@  
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料

ω可帥件。
B
品

g
M
M白
色
。

r
H
3
・
HUnrzw
寸・〉口町一・

5
8・
合

ωN'
少
き
G
O
a
-
o
F
Zロ
rgm)
山

ω
g
mロ
子

伊

号

B
H〈
竺
お
・
斗
由
(
伊
)

U

4

司

FHLI

mnZF仏
w一F
ロ《

r
r
zロ
ロ
蜘

ω
2
・
mu(ω
・
)
・
口
同
暢
印
。
由

(ω-Nd〈
H
R
Zロ
何
日
百
四
回
同
宿
ロ
)
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
一
示
す
。
各
法
文
を
一
行
に
要
約
す
る

こ
と
は
本
来
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
二
四
巻
一
章
に
つ
い
て
は
京
大
西
洋
法
史
研
究
会
の
全
訳
(
法
学
論
叢
六
八
巻
四
号
、
六
九
巻
二
、
四
号
)
が
あ
る

の
で
、
本
稿
の
要
約
の
目
的
は
普
通
法
学
に
お
け
る
ロ
オ
マ
法
源
利
用
の
概
観
に
あ
る
(
ま
え
が
き
)
。
以
下
の
註
も
本
文
通
読
の
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
法
源
の
引
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
ロ
N
A
P
-
H

ま
た
は
り
・

ω夕
日
の
記
載
を
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
註
で
は
省
略
し
、
レ
ッ
ク
ス
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
間
を
ゆ

で
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
相
互
簡
を
¥
で
、
レ
ッ

P
ス
に
移
る
聞
を
山
で
区
切
る
。
邦
訳
語
は
原
田
「
ロ
i
マ
法
」
(
巻
末
索
引
参
照
、
戸
間

ω
R
a
E
旦
D
H受
領

問
答
契
約
、

4
5岳
2
3
H所
有
物
取
戻
)
お
よ
び
船
田
「
羅
馬
法
」
全
五
巻
(
戸

m・
8
ロ
岳
円
。
日

H
返
還
請
求
、
た
だ
し
索
引
(

V

)

は
未
見
)
の
関
で
取

捨
選
択
し
た
。
文
献
略
号

H
F開
1
u
:
z
-
H
出
2
3
2
)
・
ロ

(
3
3
7
F
5
0
2
H
E
仏
O
E
C
D
5
2
5
守

口

H

g
舎・

8
戸

(HS∞
)U

ω
-
Z
1
Pロロ
55HHD
色
。
口
氏

5
5・
5
ω
N
g
(凶
器

ω)
山
田
。
ロ
岳

H
F
3
ω
巴

D
5
5
Z
5
2
R
E
ゆ
門
富
山

NHDE(N・
丘

-
s
a
)
一
一
玄
戸
宮
田

H
E
H
p
p
m

r
自
民

p
v
x虫
O
K
2
5
E
(
H
S∞
}
u
z
a
oユ
(
官
庁

)HUFO
伊
E
n
g
g
m
ω
E
E口
四
日

S
E
E
-
H
U
B
-
H
N
(
5
8
)
U
〉

5
1
F
5
5
5
(回申告)・

米
見
の
も
の
一
回
(
足
8
8
H
p
g
H
(
H
S
g
肖
E
3
1
0ロ
性
向

Z
Z
Z
2ロ
r
B
E
E
S
L
i
r
(
S
N
U
)
山

ω
s
n
r
-
E
E
切
川
向
江
町
内
品
局
内
世
呂
田
号

(凶器

N
)
u
g
g
H
h
M
N
U
B
-
P
M州

(HSgu
∞
号
均
一
月
20RFD
司
自
℃
同
2
5
L
D
E
g・
5
g
-
m
H
n
B
F
S
H
-
H
(冨
ω酌
)
h
F
E白
川
口
仏

2
2
6
m
r
r

仏
D
E
N
E
E
H
5
8ロ
宮
間

r
s
ω
F
〉
-
z
z
g恥

HH(芯
ω叶)山一穴
O
R
E
r
R
-
C口同巾『『一昨

L
q
巴
見
E
ロ
ロ
・
明
忌
口

rHOι20omw
吉

宮

∞

S
Eロ件。
H〈

(
5
8
)
・

(

6

)

本
章
の
法
文
は
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
に
留
意
し
な
い
と
通
読
が
困
難
に
な
る
。
な
お

こ
の
「
禁
止
」
は
手
権
を
伴
わ
な
い
婚
姻
(
原
因
二
九
四
)
を
前
提
と
す
る
。
起
源
日
後
出
註

8
、
人
的
範
囲
日
註

9
、
適
用
さ
れ
る
行
為
二
位

u
・
白
、

効
果
(
無
効
)
日
所
有
物
取
戻
二
社
俗
、
返
還
請
求
ニ
註
打
、
留
保
二
社
口
、

μ
、
日
、
日
)
、
除
外
例
(
嫁
資
以
外
の
)
日
註
β
、

7
0

(
7
)
二

O
六
年
の
「
勅
法
」

(
o
s
t
o
ω
2
3
h
N
ω
山
0・【凶作

8
丘
町
白
山
口

ι
5
L
Dロ
S
C
E
r
g
一
ωNWH)
は
、
贈
与
者
が
生
存
中
に
撤
回
し
な
か
っ
た
も

の
は
、
(
信
託
遺
贈
に
よ
る
確
認
が
な
く
と
も
)
有
効
と
し
た

(ω
ド
胃
¥N)
。
当
初
の
適
用
は
撤
回
不
存
在
の
明
白
の
場
合
た
る
現
物
贈
与
に
限
ら
れ

(Nω)
、

そ
れ
以
外
へ
の
拡
張
解
釈

(ωNWMω
口
債
務
免
除
、

ω
N
-
f
a
-
習
い
婚
与
約
束
)
は
法
学
者
の
努
力
に
よ
る
。

(
F書
留
品
〉
・

5)

(
8
)
禁
止
の
起
源
を
法
源
は
父
祖
(
目
白
自
由
)
の
習
俗

(BD3ω)
に
帰
す
が
、
研
究
者
の
多
く
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ
ス
の
婚
姻
立
法
(
原
田
三

O
六
頁
〉
に

よ
る
相
続
能
力
制
限
が
生
前
贈
与
に
よ
り
脱
法
さ
れ
る
こ
と
に
関
聯
せ
し
め
る
(
た
だ
し
烈
ω自
H
N∞
ω
〉
・
ロ
(
古
い
時
期
の
家
産
関
係
よ
り

)
U
Z砂
川
ザ
ユ

2

P
ロ
・
参
照
日
山
石
田
健
次
「
ロ

l

マ
法
に
お
け
る
嫁
資
の
法
」
法
学
論
集
(
関
西
大
学
)
一
一
巻
三
・
四
・
五
号
(
昭
和
=
一
七
年
)
二
七
八
頁
以
下
。

(

9

)

エ

ヤ

∞

お

よ

び

後

出

ω
N
L
?
N
H
の
主
題
日
禁
止
は
、
夫
婦
問
の
み
な
ら
ず
、
両
更
に
属
す
る
も
の
す
べ
て
)
の
問
に
も
及
ぶ

o

F自
箆
ω

型寄
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(山
V

指
図
(
仏
己
据
え
互
に
つ
き
民
B
F
m
o
宮
町
長
g
p
z
m
s
n
Z
(
穴
C
R
-
c
r両
r
c
n
Z
円
)
M
-
E
P
H
Sド

M
g
?
・
指
図
人
、
被
指
図
人
、
指
図
受
取

人
を
、
A
、
B
、
C
と
し
て
本
文
を
補
っ
た
。
贈
与
原
因
が
関
係
す
る
指
図
は
三
つ
の
場
合
に
分
れ
る
(
〉
R
E
S
一
四
・
)
日
(
i
)
A
B
関
H
贈
与
、
A
C

閑

H
贈
与
(
後
出
口
・
包
-
m
-
N
-
N

一ω
ω
・
ω
)
(
E
)
A
B
問
日
贈
与
、
A
C
問
日
債
務
(
後
出
?
品
u
o
・

s-
♂
日
ゲ
同
)
戸
)
(
E
)
A
B
間

H
債
務
、
A

C
間
H
鱒
与
(
後
出
印
・
ω
山
ω
タ
ロ
・
ω
?
?
N
Y
H
H
設
m
w
u
。
以
上
の
法
文
の
指
図
内
容
は
債
務
負
担
(
問
答
契
約
で
約
束
す
る
二
庄
内
川
間
三
5
0
v
-
侃
守

口
岳
た
だ
し
白
r
m可
ω
r
お
り
o
-
o
明
白
H
F
D
ロ
)
で
あ
る
が
、
支
払
(
L
・
8
}
語
口
金
)
の
場
合
と
し
て
日
後
出
ω
L
N
(
皿
型
)
山
ω
・
-
U
山
串

(
I型)。

(
日
)
以
下
に
後
出

U
・

s・
印
-
N
H
-
H
H
註

ω
と
同
じ
理
由
づ
け
が
続
く
(
本
法
一
文
の
京
大
訳
を
見
よ
。
所
謂
「
二
つ
の
支
払
」
(
E
1
2
E
B何
E
t
o
〉
一

切
口
ゲ
垣
内
凶
円
N
H
O
B
ロ
島
知
問
。
仏
向
。
D
ロ
《
出
n
C
C
H
E
r
-
ω
協

-
H
U
g
-
m
(
H
8
8
・
N
8
・
N
A
F
斗
U
一
穴
g
R
ω
N
叶
斗
(
沼
町
己
)
念
日
〉
-
N
)
0
原
因
関
係
に
環
庇
(
夫
婦
問
贈

与
無
効
や
後
出
キ
ン
キ
ア
法
抗
弁
)
あ
る
指
図
の
効
果
に
つ
き
後
出
註
必
お
よ
び
的
。
(
ロ
〉
介
在
者
に
は
信
託
な
い
し
委
任
さ
れ
る
(
ロ
ロ
E
C
ロ
F
S
)
。

(
臼
)
少
額
売
買
(
次
註
、
註
付
)
を
有
効
部
分
と
無
効
部
分
に
分
解
す
る
考
え
方
は
早
町
-
H
H
U
白
ユ
ω
ロ
F
S『
5
8
日
〉
-
H
U
穴
E
R
印
。
ω
〉
-
h
p
)
古
典
時
代

の
混
合
贈
与
(
忠
岡
2
2
5
B
W
Z
B
2
B
仏
O
B
同
芯
忠
)
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
出
註

U
。

(
川
目
)
話
ロ
内
田
H
t
c
自
5
D
H
F
回
(
仏
o
g
t
D
g
m
g
ロ
凹
白
)
・
売
買
で
あ
り
贈
与
で
は
な
い
の
に
夫
婦
問
で
禁
止
さ
れ
る
理
由
日
次
註
参
照
。
ユ
リ
ア
ヌ
久
の
単
純
な
観

察
に
対
し
、
ネ
ラ
チ
ウ
ス
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
さ
ら
に
場
合
を
分
ち
、

ω贈
与
の
た
め
当
初
か
ら
低
価
の
売
買
(
少
額
売
買
〉
は
無
効
だ

が
(
訳
出
省
略
)
、

ω正
常
の
売
買
後
に
贈
与
の
た
め
代
価
の
一
部
が
免
除
さ
れ
た
場
合
は
本
文
の
如
く
解
決
し
た
B
Z
5
0毘

8
4
S
に
よ
る
類
似
例
日

ω
ゲ
串
¥
日
¥
ω
(句
O
B
唱
し
。
正
価
売
買
ハ

2
)
と
少
額
売
買
(

1

)

と
の
効
果
の
違
い
を
「
売
買
の
意
思
」
の
有
無
に
帰
せ
し
め
る
の
は
同
仲
間
ド
・
以
上
一
p
g曲
M
1

E
g
H
〉
ロ
5
5
仏
0
5
0
島
・
ω
N
P
ω
N
印

(
Uの
B
5
5
-
g
〉
r
E
ロ
缶
百
句
g
F
N
3
・
門
戸
F
同
仲
間
ゲ
い
り
斤
『
F
5
5
B
ω
口
E
ロ
m
g
n
E
Z
E

H
o
g
-
F
ω
N
品
N
-
N
g
u
z
a
E
J
a
〉
・
N
∞
山
一
後
出
註
必
。

(
び
)
ぷ

B
色
。
自
己
同
国
仏
o
g
g
一
口
3
5
明
。
金
持
田
O
F
O
B
-
官
8
2
f
g
z
o
g
宮
己
宮
H
5
5
5
2
R
8
5
5
H

ニ5
2
-
c
日高
-
2
5
5
H
】
ヨ
こ
の
考
え
方
に
よ

り
夫
婦
問
で
の
贈
与
概
念
は
キ
シ
キ
ア
法
の
適
用
下
に
形
成
さ
れ
た
概
念
よ
り
狭
く
な
る
(
F
5
8
ω
〉
・
三
回

8
島
町
a
F
)
o
F
s
u
o
-
に
よ
れ

ば
こ
の
派
生
は
齢
別
法
(
門
戸
叶
-
N
F
)
に
よ
る
禁
止
緩
和
の
産
物
で
あ
る
(
S
己
S
Z
町
内
庁
同
ご
a
r
g
-
N
N
h
註
げ
末
尾
〉
。
一
方
の
財
産
減
少
と
他
方
の
財
産

増
加
(
官
民
一
司
自
己
吋
・
}
0
2
M
L丘町
O
円
)
を
贈
与
一
般
の
要
件
に
転
用
す
る
の
は
(
原
因
二
一
回
、
船
田
直
二
四
九
山
貝
S
F
邑
-
z
g
u
m
o
g
-
P岡
山

N
怠
)
普

通
法
学
の
伝
統
に
よ
る
。
こ
の
緩
和
の
結
果
も
併
せ
て
、
夫
婦
問
の
禁
止
の
除
外
例
と
し
て
、
扶
養
(
後
出
包
)
な
ど
夫
の
道
徳
的
義
務
(
註
忽
)
の
場
合
、

婚
姻
終
了
の
場
合
(
死
因
H
m
y
N
u
z
u
g
u
離
婚
日
ロ
"
ロ
U
同

N
U
U
N
-
-
o
u
g
・

3
、
宗
教
物
の
場
合
(
本
法
文
)
、
未
取
得
の
権
利
の
放
棄
の

場
合
ハ
次
註
)
な
ど
が
生
じ
た
(
岩
田
二
八
六
参
照
〉
。

法学史における夫婦聞の贈与(上)
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(
げ
山
〉
ロ
オ
マ
法
で
は
相
続
承
認
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
(
原
田
三
四
八
頁
〉
o

ゆ
え
に
、
(
ロ
正
}
)
舟

E
C
P
3
5
3
(本
法
文
)
、
母

E
D
買
え
E
E
(後
出

H
U
)

本
文
中
に
訳
出
せ
ず
|
の
表
現
は
被
相
続
人
に
つ
い
て
可
能
で
あ
る
。
ぇ
・
問
自
巾
H
E∞
〉
-

M
岡
山
由
。
ロ
岳
笥
U

P

戸

(
げ
〉

d
g符
ロ
ロ
ニ

C川口
1
2
2
p
n
g
u
gて
‘
「
返
還
請
求
訴
訟
」

(
8
E
5
5
)
は、

ω所
有
権
の
移
転
(
品
白
5
・
ε
z
o
二l
付
与
」
)
あ
る
こ
と
(
即
ち
、

「
所
有
物
取
戻
訴
訟
」
の
不
可
能
〉
を
要
件
の
一
つ
と
し
、

ω確
定
物

(nRS
岡
田
)
ま
た
は
確
定
金
銭

(
S
H
C
3
2ロ
い
と
を
目
的
と
す
る
。

ωの
点
に
つ

い
て

H金
銭
所
有
権
は
消
費
の
事
実
に
よ
っ
て
(
志
向
g
E
n
g
E
g旬
S)
移
転
し
常
に
返
還
請
求
を
発
生
せ
し
め
る
が
(
ゆ
え
に
次
の
法
文
血
は
金
銭
の
場

合
と
考
え
ら
れ
る
二
山
口
r唱
曲
『

N

N
足

〉
-
H
)

、
金
銭
以
外
の
物
の
消
費
な
い
し
譲
渡
の
場
合
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
(
仏
-
Z
筏凶旦-

N
R
)
ω
の
点
に
つ
い
て
日
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
に
基
く
返
還
請
求
は
、
通
常
の
場
合
と
異
り
、
争
点
決
定
時
(
後
出
ア
胃
)
に
な
お
現
存
す
る
利
得
を
限

度
と
す
る
か
ら
、
正
規
の
返
還
請
求
の
方
式
書
は
「
過
多
の
請
求
」
(
原
田
四

O
O
)
と
の
関
係
で
不
便
で
あ
り
、
「
事
実
訴
権
」
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
(
罫
措
円
印
。
同
)
。
こ
の
変
則
な
返
還
請
求
(
現
存
利
得
責
任
〉
を
伝
え
る
法
文
の
う
ち
に
は
、
古
典
法
上
の
夫
婦
問
で
禁
止
さ
れ
た
贈
与
物
ゆ
え
の
嫁

資
一
部
の
留
保
権

(HOS毘
F
0
2
仏
互
巾
唱
3
3
2
目
ω
号
g
g
ω
)
が
ユ
帝
法
で
廃
止
さ
れ
た
た
め
の
巳
唱
に
よ
る
も
の
が
あ
る
(
宍
信
仰

H
E
C
-
-
後
出
註

ぁ
。
こ
れ
に
対
し
て

ω
P
R
H
N
H
(松
坂
「
不
当
利
得
論
」
一

O
八
、
船
田
皿
二
八
三
参
照
)
は
関
聯
す
る
全
法
文
を
前
述
の
留
保
の
昨
℃
と
し
、
返
還

請
求
と
し
て
の
利
得
責
任
を
否
定
す
る
。
ま
た
、

Z
再《由。門戸

N
N
m仲
間
国
呂
田
は
、
後
見
人
の
助
成
す
ロ
り
ぎ
止
B
E
S口
凶
)
の
欠
如
(
前
述
の
金
銭
の
消
費
自

体
は
事
実
で
あ
り
法
律
行
為
で
は
な
い
か
ら
助
成
は
常
に
不
存
在
)
に
よ
る
市
民
法
上
の
正
規
全
額
責
任
発
生
不
可
能
の
た
め
転
用
物
訴
権
が
モ
デ
ル
と
さ

れ
た
こ
と
に
、
こ
の
変
則
な
現
存
利
得
責
任
の
起
源
を
求
め
る
)
。

(
問
)
マ
ル
ケ
ル
ス
は
続
い
て
、
同
じ
目
的
〈
売
上
金
で
香
油
を
買
う
)
で
与
え
ら
れ
た
皿
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
自
分
の
金
で
香
油
を
買
っ
た
妻
は
、
同
額

を
消
費
物
(
香
油
)
に
費
し
た
ゆ
え
に
以
前
よ
り
富
ん
で
い
な
い
。
ゆ
え
に
こ
れ
に
対
す
る
「
所
有
物
取
一
戻
訴
訟
」
は
な
い
。
と
述
べ
る
が
、
後
出

M
∞
ゐ
吋

(
註

m
C、
M
F胃
(
註
%
)
、

u
O
L
に
お
け
る
よ
う
な
贈
物
の
危
険
を
贈
与
者
に
負
担
さ
せ
る
考
え
の
一
適
用
と
考
え
ら
れ
る

(Z吊
舟
ユ
・
以
〉
・

4
C
)
。

(

m

口
)
嫁
資
の
評
価
に
つ
い
て
日
船
田
W
H
六
三
、
六
五
註
(
二
)
、
岩
田
前
掲
二
七
八
、
一
一
八
コ
二
同
日
当

N
S
(
H
2
品目
tEω
片

山

百

九

O常
B
L
ω
g
)
・
将
来
物

が
返
還
さ
る
べ
き
場
合
、
そ
の
聞
の
価
値
減
少
に
よ
る
争
を
避
け
る
た
め
当
初
に
目
的
物
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
あ
る
(
嫁
資
の
ほ
か
、
寄
託

u
m
N
-
胃
-
u

使
用
貸
借
一
本
法
文
で
訳
出
省
略
)
日
ロ
ロ
B
D
E
H
O
O
-
本
法
文
は
贈
与
の
目
的
で
夫
が
嫁
資
を
過
大
に
、
妻
が
過
少
に
(
訳
出
省
略
)
評
価
し
た
場
合

(ロロ
5
0ロ
神
宮
)
由
P
A
F
U
切
宮
口
島
町
印
ω

P
斗)。

(
却
〉
婚
姻
中
の
贈
与
は
禁
止
さ
れ
る
か
ら
、
夫
婦
問
で
可
能
な
死
因
贈
与
は
停
止
条
件

(
H
贈
与
者
の
先
死
亡
日
原
田
三
七
五
。
後
出
M
O
の
表
現
も
参
照
)

附
引
渡
(
同
日

2
8
6
P印
)
に
よ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
目
的
付
与
」

2
5
0
0『
お

E

料資

所
有
権
は
即
座
に
移
転
し
物
の
回
復
は
「
返
還
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請
求
」
に
な
る
U

同
ω自
HAS泊
〉
-
N
由
〉
の
か
た
ち
も
認
め
る
本
法
文
は
』
仲
間
》
・
に
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
目
的
付
与
の
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
も
所
有
権

移
転
が
当
事
者
の
意
志
と
は
無
関
係
に
法
律
上
停
止
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
正
》
・
で
は
な
い
(
烈
凶
昂
♂
同
〈
岡
山
〉

NLN色
町

'u
回
目
。
ロ
岳

s
a
p
品目

ω
5
0ロ・

5
H
F
5
5
2
5
8
5
5
F
P
H
C
p
m
E
g
)
N
Z
F
・
次
の
蜘
M
の
「
遡
及
せ
ぬ
」
(
訳
出
省
略
一
京
大
訳
を
見
よ
)
も
こ
の
意
味
に
考
え

う
る
日
臼

g
D
2
5
N
U
N
〉
-
M
)
。
こ
の
意
味
の
停
止
は
、
以
下
の
抑
制

N
E
斗
か
ら
わ
か
る
(
由
自
己

2
5
N∞
叶
町
内
・
山
氏
関
邸
時
円

}
C
ρ

岳・

)υ
権
力
服
従
関
係

が
介
在
す
る
。
申

N

で
は
、
家
長
か
ら
家
男
へ
の
引
渡
は
法
的
に
無
意
味
だ
が
、
家
長
(
夫
〉
の
死
亡
に
よ
る
家
男
の
自
権
者
化
の
時
点
で
判
断
さ
れ
て
(
吋
邑
r

mRO
可
mw
岳
民

Dロ
05)
有
効
に
な
る
(
申
由
同
旨

υ
ω
5
D
E
E
N
W∞
〉
-

M
∞
)
。
蜘

ω
¥
串
で
も
目
的
付
与

3
5
0
2
5
N当
〉
・
エ
)
の
取
得
者
は
、
本
来

は
配
偶
者
の
家
長
で
あ
る
が
、
贈
与
者
の
死
亡
時
点
で
判
断
さ
れ
て
配
偶
者
に
な
る
。

i
自
由
人
が
介
在
す
る
や
吋
で
は
、
受
贈
者
(
委
)
側
で
立
て
た
介

在
者
の
先
死
亡
に
よ
り
贈
与
消
滅
す
る
と
い
う
か
ら
、
贈
与
者
死
亡
前
は
介
在
者
は
所
有
権
取
得
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
(
贈
与
効
の
停
止
)
。
贈
与

者
(
夫
)
の
側
で
立
て
て
も
、
受
贈
者
の
取
得
は
贈
与
者
の
死
後
に
な
る
(
介
在
者
は
直
ち
に
取
得
す
る
が
)
。

(
幻
〉
後
出

g
u
H
と
共
に
、
法
学
者
が
贈
与
と
目
的
付
与
と
の
区
別
に
努
め
て
い
る
事
例
。
後
出
註
目
、
お
よ
び
日
。
「
斗

N
P
H
山口口

B
D
E
E
J可
P
N・

(
辺
)
無
効
な
妻
へ
の
年
金
給
付
(
後
出
註
u
m
)

に
お
い
て
現
存
す
る
金
銭
が
「
所
有
物
取
田
氏
」
さ
れ
る
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
∞
伴
内
叶

HH叶
〉

-
N
U
Z
W砂
ユ

(
お
)
大
意
口
「
誰
の
金
で
奴
隷
が
こ
の
女
奴
を
買
っ
た
か
は
関
係
な
い
。
贈
与
奴
隷
は
受
贈
者
の
財
産
で
は
な
い
の
だ
か
ら
」
o

(
討
〉
「
贈
与
物
ゆ
え
の
留
保
」
で
あ
る
か
は
不
明
日
穴

B
R
m
H
U〉
N
(巴
色
)
印

NN
…Z
局
常
ユ
∞
印
〉
・

hHN-

(万

)
2
R
t
c
(
O
M
M
m
O
B
日
後
出

8
・
唱
戸
)
は
「
留
保
」
の
ル
仲
間
》
・
(
『
ヨ
ア
ロ

m
g
R
5
5宮
g
邑

F
-・
)
ユ
帝
法
の
嫁
資
訴
訟
す
円
片
岡

D《
凶

作

内

田

O符
日
原
因

三

O
九
〉
で
は
嫁
資
一
部
の
留
保
権
(
司
窓
口

toロ
2
2
L
2
0
)
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
留
保
の
語
は
こ
の
よ
う
に

l
lー
ま
た
は
「
相
殺
」
に
口
斗

-
N
U
N
J

プ
ぉ
・
「
船
田

N
六
七
註
ご
二
〉
|
|
代
え
ら
れ
た

(
F
5
H
H
g
〉・

8)
。
本
法
文
に
よ
れ
ば
、
妻
の
た
め
の
出
費
が
失
の
道
徳
上
の
義
務
な
る

と
き
、
委
側
に
利
得
あ
り
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
禁
止
さ
れ
た
贈
与
で
は
な
い

(
Z局
常
ユ
・
包
〉
・

AF・
さ
ら
に
後
出

ω
f
申
¥
ち

ugw
日
も
共
通
の
家
計

上
の
出
費
ゆ
え
同
様
)
。

(
M
A
)

後
続
文
章
の
大
意
日
「
こ
の
免
除
は
、
妻
が
そ
の
分
を
自
己
の
生
計
の
た
め
に
使
う
と
い
う
合
意
が
あ
れ
ば
、
無
効
に
な
ら
ぬ
」

(ωHZ門口
A
F
P
N
原

文
に
さ
ら
に
続
く
「
相
殺
」
(
京
大
訳
を
見
よ
)
は
留
保
の
友
》
・
(
前
註
)
)
。
夫
婦
問
の
年
金
(
約
束

H
N
F
斗
(
註
汚
)
、
履
行
ニ
♂
司
戸
(
註
辺
)
)
の
類
は

一
般
の
贈
与
同
様
無
効
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
妻
の
扶
養
の
た
め
と
い
う
合
意
が
あ
れ
ば
例
外
と
な
り
禁
止
さ
れ
な
い
(
前
の
冒
・
と
同
じ
考
え
で
あ

る
日

ω符
R
ロ
品
同
町
・
)
。
消
費
さ
れ
た
年
金
に
つ
い
て
は
註
必

ハ
幻
〉
こ
の
処
分
(
宮
司
会
ニ
ロ
丘
町
5
0
2苦
手
刊
号
g
H
原
泊
三
四
一
、
関
向
車
二

a
p
g
)

法学史における夫婦問の贈与(上)

が
有
効
な
の
は
、

一
般
的
な
撤
回
権
ハ

H
X唱
・
訳
出
省
略
せ
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料

る
理
由
づ
け
は
京
大
訳
を
見
ょ
。
「
意
思
」
に
つ
い
て
は
差
当
り
註
仏
参
照
)
の
た
め
で
は
な
く
、
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
に
よ
り
夫
が
依
然
奴
隷
の
所
有
権

者
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
∞
自
M
O
E
g
H怠
〉
・

5
F
N∞
白
山
伏
8
2
H〈
剛
山
〉

N
L山
町
)

ハ
お
)
時
効
取
得
で
は
な
く
て
、

c
g忌
特
示
命
令
に
関
す
る
(
民
間
耳
目
凹
g
g
B
F
回

E
R
E
巴
F
E
E
-
m
(
N・
〉
丘
一
-
s
g
)
ω
勾

〉

-
S
)

(
m
d
)

後
続
大
意
日
「
確
立
せ
る
法
は
、
妻
が
よ
り
宮
み
夫
が
自
己
財
産
に
つ
き
よ
り
貧
し
く
な
る

(
]
O
E
M
U
-
2
2
2己
弓
立
℃
2
2
H
M
R
自
民
吉
田
)
贈
与
に

関
す
る
。
ゆ
え
に
、
死
因
贈
与
で
は
「
な
い
」
(
関
白
目
H
H〈
列
〉

M
W
Nお
P
E
n
g
H
E
臼
B
G
E
g
N凶
N
〉
忌
)
け
れ
ど
も
、
他
人
の
物
ゆ
え
使
用
取
得
さ

れ
る
物
に
つ
い
て
は
、
贈
与
が
婚
姻
外
の
人
の
聞
で
な
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
べ
き
だ
。
し
な
お
、
夫
婦
問
贈
与
は
無
効
ゆ
え
時
効
原
因
た
り
え
な
い
が
、
本
法
文

は
他
人
の
物
な
る
ゆ
え
時
効
原
因
が
存
在
す
る
特
殊
な
場
合
で
あ
る
い
一

F陣門
ω日
〉
ロ
・
後
出
企
参
照
。
(
犯
)
後
出

ωNw
叩
(
註
労
)
と
同
じ
用
法
。

(
引
む
費
用
の
ゆ
え
の
嫁
資
一
部
の
留
保

(
5
5
H
t
o
同
》

H
8
R片
岡
呂
匂
命
日
∞
回
日
同
州
』
凹
司

N∞
申
)
。
ゆ
え
に
、
本
法
文
は
夫
婦
問
贈
与
に
は
関
係
な
し
。
(
教
育
費
や

挨
用
費
が
ど
の
積
の
費
用
に
当
る
か
に
つ
き
日

ω
o
-
m
N
N
r
n
c
g
Bロ
E
N
3
5
(活
問
。
)
自
由
ロ
・

8)
ユ
帝
法
の
一
般
化
さ
れ
た
相
殺
で
は
、
両
債
権
が
そ
の

聞
の
差
額
は
考
慧
き
れ
ず
に
相
互
に
消
滅
す
る
こ
と
が
可
能

(Nゲ
同
も
然
り
〉
日

ω♀
R
N
M
N
5
m
:
な
お
、
自
働
債
権
は

NfHUUω
∞
-
H
¥
吋
で
は

妻
側
、

gu
同
で
は
夫
側
。

(
m
A
)

訳
出
省
略
部
分
日
「
奴
隷
死
亡
に
よ
り
何
物
も
請
求
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
」
船
田

E
一
一
八
四
二
)
、
松
坂
前
出
註
口
。

ハ刃

)
2
8
官
o
s
g
g呂
田
同
唱
。
t
g
s
g
p
n
w出
合
B
。
B
3
z
a
E
-
N凶
〉
・
同
ロ

N
H
奴
隷
が
死
亡
(
前
註
の
場
合
〉
し
で
も
遺
贈
や
相
続
財
産
を
贈

与
金
の
額
に
遣
す
る
ま
で
返
還
請
求
し
う
る
。
つ
ま
り
、
現
存
利
得
責
任
の
上
限
は
贈
与
金
額
で
あ
る
(
前
註
本
文
。
た
だ
し
、
利
子
、
果
実
に
つ
い
て
は

然
ら
ず

H
5・
H
u
g
山
口
官
・
)
0
8
2
S
U
R
E出
仲
間
Nω
伊
川
贈
与
奴
隷
を
通
じ
て
の
取
得
は
勿
論
返
還
さ
れ
(
前
出
ユ
リ
ア
ヌ
ス

(S-
宮

川

註

幻
)
、
さ
ら
に
贈
与
金
で
購
れ
た
奴
隷

(
H
受
贈
者
の
財
産
)
を
通
じ
て
の
場
合
(
本
法
文
)
も
取
得
全
部
が
返
還
さ
れ
る
(
相
続
人
の
返
還
請
求
が
贈
与
金

額
に
抑
え
ら
れ
る
な
ら
実
質
的
に
贈
与
し
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
)
。
〈
U
A
)

年
金
給
付
遅
滞
の
場
合

(ωHZ門
口
∞
〉
・

ω
U
H旬
。
〉
-H)
。

(
汚
)
「
嫁
資
訴
訟
」
(
附
内
包
向
。
同
邑

F
-
・
・
古
典
法
上
は

ω
a
c
z
m
C吉
g
g
u
原
因
三

O
九
参
照
)
お
よ
び
「
相
殺
」
は
見
℃
・
・
ユ
帝
法
で
、
訴
権
な
き

債
権
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
一
般
化
さ
れ
た
相
殺
が
、
無
効
な
妻
の
年
金
要
約
に
与
え
ら
れ
た
。

ω渉
再
ロ
∞
〉
-N(ω
・
ロ
叶
)
山

mwcFNN-Hau
日目。凶・

(
M
N

〉
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
を
越
え
、
代
位
物
の
損
失
も
贈
与
者
に
帰
せ
し
め
た
。
ヤ
ヴ
オ
レ
ヌ
ス
(
後
出

8
・H
)

も
同
様
。

Z
庁内問。
L
・
N
印・

(
幻
)
本
レ
ツ
タ
ス
は
衣
料
の
か
た
ち
で
の
扶
養
の
た
め
の
給
付
に
関
す
る
複
雑
な
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る

(
Z昂
借
ユ
・
∞
恥
〉
・

ω由
)
。
前
の

N
F
H
で
は

受
贈
者
が
加
工
し
、
プ
ロ
ク
ル
ス
派
ラ
ベ
オ
の
理
論
(
原
因
一

O
七
)
に
よ
っ
て
、
所
有
者
と
な
る
。
(
穴
白
田
市
H
ω
N
S
(
H
E斗
)
に
吋
〉
・

8
)
1
8の
準
訴

権
は
本
来
は
サ
ピ
ヌ
ス
派
の
理
論
に
関
係
し
た
ら
し
い
日
巧
E
n
r
F
f
o
N
F
E
s
t
o
p
目
出
口
『
・
何
件
包
口
(
右
足
)
N斗日
u
Nケ
|

こ

こ

ω戸
官

¥
H

で
は
材
料
の
所
有
権
が
当
初
か
ら
加
工
者
に
あ
る
場
合
(
図
。
ロ
岳

g
c
p
m・
)
(
兇
)
後
出
註
耐
を
見
ょ
。
(
叩
山

a
)
問
題
の
所
在
に
つ
き
註
凶
。

資
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法学史における夫婦問の贈与(上)

(md
消
費

(SEEMOHタ
g
自
国
自
民
主

5)
の
透
常
の
意
味
は
相
手
方
に
「
返
還
請
求
訴
訟
」
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
(
註
げ
)
、
こ
の
「
勅
法
」

で
は
、
「
現
存
利
得
を
残
さ
ぬ
消
費
」
、
し
た
が
っ
て
返
還
請
求
を
発
生
せ
し
め
な
い
消
費
と
い
う
逆
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は

こ
の
変
則
的
用
法
を
註
解
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
関
聯
す
る
寸
齢
別
法
」
の
正
文
は
、
か
か
る
「
消
費
」
の
場
合
に
は
、
既
に
贈
与
者
の
生
存
中
か
ら
返

還
請
求
は
な
い
の
だ
か
ら
、
お
よ
そ
「
動
法
の
利
益
」
(
「
確
認
」
)
が
問
題
に
な
る
余
地
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る

H
Zぽ
骨
ニ
民
間
・

8
Z
E
ω
宮

こ

時

二

{

・

お

)

即

ち

、

「

確

認

」

な

し

百

百

回

目

同

旨

日

後

出

S
・
5
。

2
u
Z
3
3邑
g
S
F
r
F
3
2
〉・

H
N
g品
問
斗
印
〉
・
ロ
・
要
式
行
為
で
は
な
く
て
社
会
的
評
価
に
依
存
す
る
婚
姻
の
始
期
(
後
出
吉
宮
川
註
男

参
照
》
お
よ
び
終
期
(
註
好
参
照
〉
の
考
察
が
深
め
ら
れ
た
の
は
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
の
適
用
の
た
め
で
あ
る
日
図
。
見
出
品
目
・

(川恒

)
a
z
z
g吉
田
宮
山
丹
江

g
g
k
n
o
r
g
仏

O
S
Z
0
3
婚
姻
を
停
止
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
出
口
・

8
・
m-
同ゲ
.
H
(
H註
印
悶
附
穴
ハ
自
。
2叫阿ロ阿同ロ
ω切
〉P.切3V
 

の
よ
う
な
目
的
付
与
で
は
な
い
口
出F角
2出
Eロ早
ω命R口
E
伊

〈

.
8ロ民同
r。g司5伶P.
品
(Eω邑ι
り
.N岱ω.ωw
同ロF
Nドw互
山
冨
富
F同5門ぽ伶臼R町F.H列F凶U伶

。
ロ
ヨ

DBロ同
HロH。P
叩
(
な
司
.
ロ

H5).
婚
約
者
閑
の
こ
の
種
の
条
件
附
贈
与
に
は
、
合
法
婚
姻
が
後
続
し
な
く
て
も
、
「
勅
法
」
の
利
益
(
「
確
認
」
)
が
与
え
ら
れ

る

H
O良
県
百
件
出

P
N・
な
お
、
本
法
文
か
ら
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
「
勅
法
」
の
拡
張
解
釈
に
は
い
る

(ωF句
5
8
0

(
A
U

〉
債
務
約
束
に
つ
い
て
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
「
勅
法
の
利
益
」
を
ま
だ
こ
こ
ま
で
拡
張
し
て
い
な
い
。
前
出

ω
N
H
も
こ
の
限
り
で

FG-
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
白
g
司
ロ

N-
〉
H
n
E
N
S
-
前
出
註
7
・
た
だ
し
約
束
が
年
金
の
場
合
(
後
出

8
・
H

肖

¥N)
を
純
粋
と
す
る
見
解
リ
ロ
己

g
E
N日
ω
p
ω
-
M印由・

(
川
明
)
古
典
法
で
は
い
か
に
少
額
で
も
確
定
代
価
あ
れ
ば
こ
の
事
実
を
出
発
点
と
し
て
法
的
構
成
は
売
買
と
な
る
が
(
仏
・
。

ω「

ω
-
H
S
の
定
義
〉
、
こ
れ
に

対
し
て
、
意
志
を
法
的
構
成
の
決
定
的
要
素
と
し
た
古
典
時
代
以
後
の
東
部
の
意
志
主
義
(
関
ω部
同
ロ

g
w
g
c
山
註
の
)
で
は
少
額
売
買
も
贈
与
と
呼
ば
れ

る

(F6・
H

司『
Z
m
M
Y広
岡
田

B
D
(註
凶
》
。
た
だ
し
、
本
法
文
が
「
勅
法
」
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
な
ら
H
仲
間

y

で
は
な
い
(
ロ
ロ
ヨ
ロ

2
3
P
H
)
。

(
6
v
訳
出
省
略
せ
る
円
曲
一
r
g
E
M
M
8
・
d
ザ
の
説

(
n
o
E
S
F戸
)
に
よ
れ
ば
未
成
熟
の
妻
に
つ
い
て
は
当
然
に
は
婚
約
あ
り
と
み
な
さ
れ
ぬ
(
門
戸
の

HELl

o
g
F
宮
列
〉
由

(Ha日)可
p
g
)
。
し
た
が
っ
て
将
来
合
法
婚
姻
た
り
う
る
非
合
法
婚
(
未
成
熟
女
と
の
婚
姻

h
F
ω
2
N
2
邑

F
F
)
に
在
る
者
に

つ
い
て
婚
姻
条
件
の
贈
与
に
「
勅
法
」
の
利
益
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
ハ
註
必
参
照
)
は
、
ま
ず
、
婚
約
あ
り
と
解
さ
れ
る
こ
と
(
京
大
訳
参
照
て
ゆ
え

に
贈
与
も
婚
約
中
に
な
さ
れ
た

2
0
8
t
o
A
g
a
E
8
0
5凶
r
F
g
p
n
S
)
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
が
必
要
に
な
る
o

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
パ
ラ
グ
ヲ
ア

の
よ
う
な
障
碍
事
自
(
原
因
二
九
八

ω倒
)
に
よ
る
非
合
法
婚
に
つ
い
て
は
婚
約
は
否
定
さ
れ
(
関
8
2
N
h
p
〉・

3
、
贈
与
も
婚
約
中
に
な
さ
れ
た
も
の

と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
以
上
。
ロ
B
D
E
ω
岡
山
仏
国
怠
ロ
島
町
閉
山
口
・
同
・
な
お
、
問
題
が
単
な
る
贈
与
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
白
に
有
効
(
後
出
窃
)
だ

か
ら
、
宮

ω宮古
E
-
F
d
m
p司
S
な
る
法
的
構
成
の
必
要
は
な
く
な
っ
て

L
ま
う
。
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料

(
必
〉
「
も
」
の
表
現
か
ら
し
て
、
年
金
の
場
合
、
消
費
さ
れ
た
金
銭
の
「
返
還
請
求
」
(
註
げ
)
は
、
給
付
者
が
夫
な
る
(
通
例
)
か
妻
な
る
(
異
例
日
本
法
文
)

か
に
よ
り
異
り
、
夫
に
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
広

-N∞
・
由
一

ω
P
R
H
H
F
ワ
ロ
旨

DREAFロ
・
ゲ
た
だ
し
、
妻
の
扶
養
の
た
め
に
消
費
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要

HZFaq--芯
〉
・
目
(
灯
)
離
婚
に
要
式
行
為
を
要
求
す
る
ユ
リ
ア
法
は
特
殊
な
場
合
に
関
す
る
・
同
日
常

N
S
P
M
0・

(
必
)
こ
の
占
有
は
、
前
出

N
m
L
F
(
F国
内
門
何
回

ωN申
〉
・
同
)
の
よ
う
な
取
得
時
効
上
の
(
市
民
法
上
の
)
占
有
で
は
な
く
、
特
示
命
令
鮒
占
有
の
意
味

(
F問
問
一
切

ω印
∞
〉
・

8
・
u
Z
E
E
-
E
『
?
・
)
。
こ
れ
が
所
有
物
取
戻
訴
訟
の
被
告
適
格
と
な
る
い

F
旨

ω出
・
目
的
物
の
滅
失
は
所
有
物
取
庚
を

不
可
能
な
ら
し
一
め
る
が
(
前
出
自

LH)
、
悪
意
で
占
有
を
や
め
た
受
贈
者
は
提
示
訴
権

(ω

邑

Z
E
Z
E戸
B
・
後
出
笥
・
船
田

E
四
六

O
、

F

S
何回

ω
印
坦
〉
・
叶
C
)

な
ど
の
被
告
と
さ
れ
る
(
直
接
に
所
有
物
取
戻
訴
訟
の
被
告
適
格
が
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
対
物
性
が
弱
め
ら
れ
る
の
は
ユ
帝
法
に
お
い
て
で

あ
る
日
原
田
一
一
八
頁
、

F
月『

H
H
N
H
N
P
H
3
。
「
禁
止
」
に
基
く
「
所
有
物
取
戻
訴
訟
」
が
通
常
の
そ
れ
と
異
る
特
殊
な
点
と
し
て
、
被
告
が
目
的
物

の
返
還
r

を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
金
銭
判
決
額
の
決
定
は
原
告
の
宣
誓

(H523ロ門
r
B
Hロ
ロ

5
5
日
開
ω田市門

ω
8・
原
因
前
出
頁
)
に
よ
る
の
で
は
な
く
て

正
当
な
価
格
に
よ
り

(
5
5
5
1
5
8
胃

2
0
た
だ
し
ユ
帝
法
の
所
謂
正
当
価
格
の
こ
と
で
は
な
い

h
F
ι
g
ω
N
8・
2
∞(凶)山

r
d向
お

否

認
)
切

ω
f
F
a
合
唱
〉

NN)
さ
ら
に
追
奪
担
保
責
任
の
諾
約
が
行
わ
れ
る
(
通
常
は
否
い
り
・
白

M
r
s
-
N
h
ロロ

E
D
R
ロ
ロ
品
・
な
お
ユ
リ
ア
ヌ
ス

以
来
有
責
被
告
を
売
主
と
み
な
す
理
論
に
つ
き
貝
忠
良
忠
斗
〉
・

ω串
)
。
収
去
権
に
つ
い
て
後
出
品
目

u
g・
費
用
の
償
還
に
つ
き

ω
F
N
(被
告
配
偶
者

は
悪
意
(
忌
買
の
京
大
訳
末
尾
を
見
よ
)
な
の
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
通
常
の
場
合
よ
り
有
利
回
ち
ロ
島
町
山
凶
ロ
・
品
)

(
ぎ
り

5
2
5
N
F
に
よ
る
後
続
部
分
の
大
意
(
口

2
2
2
宮

口

・

ピ

ト

S
E
R
E
-
向

芯

(
H
g
N
)
5
〉・

5)
日
「
夫
が
請
求
す
る
相
手
方

は
妻
か
債
務
者
か

?

F「
h

問
答
契
約
が
無
効
(
即
ち
後
者
の
解
決
を
と
る
)
。
次
に
、
債
務
者
が
離
婚
の
事
実
を
知
ら
な
い
で
妻
に
支
払
っ
た
ら
ば
(
指

図
の
内
容
が
支
払
で
あ
る
前
出
タ
ロ
(
註

ω〉
と
同
じ
)
(
以
下
京
大
訳
を
見
ょ
。
た
だ
し
京
大
訳
中
の
「
所
有
権
に
基
づ
い
て
返
還
請
求
』
お
よ
び

「
返
還
請
求
」
は
、
と
も
に
「
所
有
物
取
戻
」
の
意
味
。
特
定
物
と
し
て
の
金
銭
の
所
有
物
取
戻
訴
訟
(
丘
邑

5
t
c
g
B
B
0
2
5
)
に
つ
き
日
司
5
Z
H
甘
え
ω

S
E
E昏
5
g
E盟
問
ご
と
」
|
|
こ
の
後
半
の
場
合
、
即
ち
、
支
払
(
給
付
)
指
図
で

A
C
聞
が
夫
婦
問
贈
与
ゆ
え
無
効
な
る
場
合
の

B

C
聞
の

効
果
)
債
務
法
上
日
債
務
免
除
。
物
権
法
上

H金
銭
所
有
権
移
転
)
を
否
定
す
る
法
文
(
同
己
の
本
法
文
一
〉
怜
ワ

-A8・
ω"ωwwH)
と
肯
定
す
る
法
文

(
わ
包
お
よ
び
同
丘
自
身
の
前
出

u-HN¥ロ
)
と
の
関
係
に
つ
き
、
り
=
g
o
E
は
支
払
が
離
婚
の
後
か
前
か
の
点
で

(
n
F
E
R目
白

CHHU
〉・

ω同
E
E

ωωV
矛
盾
対
立
な
し
と
す
る
が
、
関
曽
田
市
町

ω
N
3
(
5
8
)
怠
∞

P
H
W
回
5
E
-
S
H
に
よ
れ
ば
ま
だ
調
和
に
成
功
し
た
釈
義
は
な
い
。

(
日
)
夫
婦
問
贈
与
は
通
例
は
時
効
原
因
た
り
え
な
い
が
、
本
法
文
の
よ
う
に
第
三
者
が
加
わ
っ
た
特
殊
な
場
合
(
穴
住
気
鋭
印
〉
・
コ
)
に
は
、
想
定
的
原
因

(
Z
Z
Z回
目

E
S巴
4
5
H
原
田
一
一
一
)
を
認
め
る
少
数
説
で
あ
る
ネ
ヲ
チ
ウ
ス
は
使
用
取
得
を
許
し
た
。
た
だ
し
、
夫
の
悪
意
に
よ
り
彼
も
時
効
原
因
を

資

北法 14(3・4-236)620>



、1
J

f

1

i

J

法学史における夫婦問の贈与(上)

消
滅
さ
せ
る
(
本
文
後
段
、
京
大
訳
第
二
文
章
。
「
ま
た
こ
の
こ
と
を
妻
も
知
っ
て
い
た
」
は

g
y
一
関
田
耳
目

w
u
g
〉
-
m
g
。
妻
の
側
に
つ
い
て
「
後
発

の
悪
意
は
害
せ
ず
」
の
一
般
原
則
が
妥
当
す
る

(U呂
g
ロ
丹
念
)
か
は
、
無
償
行
為
の
ゆ
え
に
不
明
(
同
邑

g
ω
N
g・
2
叶
〉

-AF)
。

(
日
)
夫
以
よ
る
奪
修
費
の
収
去
権
(
百
回
件
。
ロ

g
岳
山
原
回
一
一
九
)
と
∞
【
い
出
O田正
B
E
B
と
の
関
係
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
い

ω円
E
-
N
r
ω
P
E
ロ
ロ
島
由
・

(見

)
C
E
E
特
示
命
令
に
お
け
る
占
有
期
間
の
通
算

(
F
5
8∞
〉

-NN)
に
関
す
る

u
F
E
目

当

〉

・

8
・

(
日
)
握
取
行
為
の

2
r
後
続
部
分
の
大
意
H

「
解
答
二
委
の
意
図
が
、
失
に
そ
の
間
の
利
益
を
得
さ
せ
る
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
れ
ば
贈
与
と
な
り
無
効
だ

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
夫
の
管
理
を
利
用
し
た
だ
け
だ
か
ら
、
夫
婦
で
な
い
者
の
聞
の
法
律
行
為
同
様
に
有
効
」

0
5間
三
百
自
の
次
に
仏

D
E円
5

が
あ
る

点
で
後
出
口
・

8
・日

-H∞
・
同
(
註
同
町
)
と
逆
の
場
合
で
あ
る
。

ω
5
0
2
g
H
N
N
〉
・
コ

U冨
H
3
3
N
O
H
K
F・
ミ
ハ

NON
〉・

ω0・

(
見
)
「
留
保
」
の
同
仲
間
】
・
(
関
見
仲
間
負
包

V
・
ヶ
・
註
忽
)
。
金
銭
は
奴
隷
購
入
の
た
め
(
次
の
蜘
同
)
で
は
な
く
、
既
に
存
在
す
る
債
務
の
弁
済
に
開
関
係
す

る
と
き
、
妻
の
利
得
額
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
確
定
す
る
(
前
出
斗
・
叶
も
同
様
)
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
争
点
決
定
時
」
(
叶
喝
買
・
)
の
要
件
は

無
意
味
に
な
る
。
呂

a
E
-
M也
?

"

器

二

山

由

〉

・

印

出

ゐ

・

「

件

(

註

口

ω)
に
よ
り
実
効
な
き
場
合
。

(
巧
)
金
銭
給
付
が
贈
与
と
認
定
さ
れ
(
前
出
お
い
同
様
。
後
出
註
回
参
照
)
、
夫
婦
問
の
ゆ
え
に
返
還
請
求
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
が
現
存
利
得
の
要

(
%
〉
「
損
害
の
相
殺
」
は
「
留
保
」
の
与
・
(
註
忽
参
照
、

F

E
自
己

K
F
N
(芯
畳

間

N由
〉
・

2
山
ω
c
F
N
P
R
U
D
S
-
N
C印
p
g
)・
夫
が
引
渡
さ
れ
た

被
評
価
物
(
註
一
日
〉
を
そ
の
後
妻
の
使
用
に
ま
か
せ
た
こ
と
は
、
一
妻
の
扶
養
の
た
め
だ
か
ら
禁
止
さ
れ
た
贈
与
で
は
な
い
(
門
戸
同
∞
一
民

E
2・
EC-
〉・

2
・
註

Mm
も
参
照
〉
、
ゆ
え
に
夫
に
贈
与
物
ゆ
え
の
留
保
は
与
え
ら
れ
な
い

H
F
a
g
o
-

(
%
a
)
省
略
部
分
日
「
嫁
資
の
利
子
は
嫁
資
の
特
定
遺
贈
(
司
自
己
ゆ
尚
昆
E
B
H
船
田

W
三
五
三
(
一
一
一
)

U

欠
目
白
由
民
〉
・
ロ
)
の
な
か
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い

が」
o

パ
ピ
ュ
ア
ヌ
ス
は
「
勅
法
」
に
よ
る
「
確
認
」
を
ま
だ
債
務
免
除
に
ま
で
拡
張
せ
ず
、
信
託
遺
贈
に
よ
る
確
認
を
要
求
し
て
い
る

3
F
R
口
同
・
前
出

自
註
7
)む
な
お
、
妻
、
於
嫁
資
と
そ
の
利
子
を
約
束
す
る
慣
行
川
前
出
回

wH・
「
因
七
七
、
船
田

E
一
六
九
。
後
出
口
・

8
w
印
w
g
b円
も
同
様
。

(
灯
〉
口
高

2
2
F
原
因
関
係
に
対
す
る
定
型
法
律
行
為
と
い
う
ほ
か
、
こ
こ
で
は
贈
与
に
対
す
る
有
償
行
為
と
い
う
意
味
も
あ
る
日
同
凶
器

2
8
N
〉・

ω山
原

(
兇
〉
贈
与
金
の
利
得
額
に
つ
い
て
の
返
還
誇
求
あ
り
と
い
う
、
後
続
す
る
第
二
の
択
一
的
構
成
は

FG・
(
そ
の
諸
理
由
に
つ
き
、

Z
H
E
2「

s

r

F己
FR・

2
日凶〉

N

-

N

3

)

(

珂
a
〉

(
F
O
E
E
)
r
D
B
m
E
E
H
原
因
三

O
三
、
容
開
吋

N
S
〉
-HN

(
珂
)
婚
姻
の
事
実
性
(
註
包
に
よ
り
、
仏

O
L
5
5
5
L
D
2
5
B
E
E
F
a
N叶
印
〉
・

5)
以
前
や

S
E
Z
E
-
m
作
成
以
前
で
も
夫
婦
問
贈

与
と
認
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
次
の
蜘
同
で
は
婚
姻
以
前
の
贈
与
と
認
定
さ
れ
、
失
は
贈
与
物
ゆ
え
の
留
保
(
請
求

5
3
Z
は】門司・
U

同
内
阿
佐
問
虫
邑

p

r
)
を
な
し
え
ず

o
U
E
g
R
N
ω
P
N
・

ハ

ω)
原
文
は
条
件
や
負
担
(
目
的
付
与
〉
の
表
現
|
!
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料

合
高

(
g
E
g
g
-
2
8邑
E
B。
)
:
:
:
・
巳
:
:
:
日
前
出
口
・
ピ

L
L
P
N
一

g
-
回
一
印
喧
二
別
出

Nw
叶

Z
P
ー
ー
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
u

u
c
s
t
b
E
g
g
-
E司自

E
ロ
F
〔
a
本
来
の
贈
与
〕
宮
佐
官
ω
E
g
g
F
E
m
E
M
E
z
-
-
B
H
B
E
E
Fユ
ロ
刊
日

=
=
c
g
m
c
乱

部

同

2
0
3
r
z

望
。
間
話
同
ロ
己
百
出
回

-55
円
g
g呂
町
R
F
A
g
g
己

-F負担
-
F
S
S
B
2
8
Eロ
5
9
2
5
B
巾凶雪

n
g
f
E巾
口
宮
司
司
門
戸
内
門
目
。
ロ

mwzc
名
目
〕
巾
己
巳
ロ
ロ
〔
b
停
止
条
件

附
贈
与
〕
合
同
色

HAEF
三
宮
ロ
口
分
自
己
ヨ

ω
R
G
W口
広
田
町

S
F
E
S
佐
官
三
田
川
口

g
g
p雪
片
山
口

Oロ
甘

H
C
H
V
3
ι
c
s
t
o
a
H邑
-5FZF
部品

s
z
g
F
o
n

L
0
5同町
0
5
3
e
a
g
a
-
〔
c解
除
条
件
附
贈
与
〕

F
H
3
2
5
吉
田

E
B
E
L
m
C
H
E官
官

F

1

3
同
;
口
円
宮
内
ロ
片

F
a
g
s
去
ロ
正

問
9
2ロ
百
四
口
角
川
昨

E
同
ロ
ロ
ロ
間
口
。
ュ
7
4
0
E
宮山凶作

H
O
S
E
-
ロ
Dロ
官
。
官
庁
内
日

o
g
t
c
L
F
2
2♂

R
L
同D
E
E
r
D口
LOロ山口
o
g
F
』

g
内
田
戸
r
o
o口
金
氏
。
ロ

σωo-

S
Z円
な
お
、
条
件

(gロ《凶
EC)
の
語
は
古
典
法
で
は
停
止
条
件
お
よ
び
負
担
(
後
出
口

Nw
叶一

ω)
の
意
味
だ
か
ら
、

C
は
目
的
付
与
の
伊
丹
事

〈
“
)
「
完
全
」

H
旬。同問。

n
S
2
0白
血
巴

D)
・
原
田
一
二
一
四
頁
、
同

8
2
印
E
-
(「
完
全
」
に
な
る
以
前
の
キ

γ
キ
ア
法
抗
弁
ま
た
は
再
抗
弁
の
働
き
方
に
つ
き
船

田

E
二
五
一
ゴ
贈
与
約
束
は
履
行
前
で
も
指
図
に
よ
り
直
ち
に
「
完
全
」
に
な
る
(
本
法
文
の
ほ
か

8
u
ω
U
N
W
H
末
尾
も
・
宮
昆

H
g
同
由
。
〉
・

N凶
U

〉吋ロ広場

ωFωoFNN昨斗印凶

PAH∞
)
。
抗
弁
の
存
在
を
知
ら
ず
に
履
行
す
れ
ば
「
完
全
」
に
な
っ
た
後
で
も
「
非
債
の
返
還
請
求
L
が
あ
る
(
民

B
R
E
A
F
〉
・
広
)
。

(
位
)
悪
意
抗
弁
に
加
え
て
、
不
確
定
返
還
請
求

(
8口伝
2
5
5円司
C
)

が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
不
確
定
」
の
形
容
詞
は
殆
ん
ど

Z
V
で
あ
る
が
(
前
出
註

げ
参
照
)
、
名
称
は
と
も
か
く
、
既
に
古
典
法
学
で
間
接
強
制
的
機
能
が
認
め
ら
れ
、
(
本
法
文
の
よ
う
に
)
原
因
な
き
諾
約
金
額
の
免
除
の
返
還
請
求
が
、

債
権
者
受
領
問
答
契
約
を
し
て
く
れ
ぬ
時
に
奏
功
す
る
(
所
謂

n
o
z
-
-
F
o
g
g巳
F

一
関
虫
食
印
。
。
〉

8
・
こ
の
方
式
書
は
正
規
の
「
確
定
返
還
請
求
訴

訟
」
の
も
の
。
反
対
説
に
つ
き
u

船
田
直
二
六
九
、
松
坂
・
不
当
利
得
論
五
七
、
八
二
(
註
一
四
五
)
参
照
)
。

(
日
)
後
続
部
分
大
意
日
「

ω奴
隷
S
を
買
わ
ぬ
な
ら
一

O
金
を
贈
ら
ぬ
意
図
だ
っ
た
ら
返
還
請
求
あ
る
が
、
川
w
S
を
買
わ
ず
と
も
贈
る
意
図
あ
り
そ
の
聞
に

T
が
S
を
買
う
意
図
を
も
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
の
金
銭
を
与
え
る
旨
言
明
し
た
の
だ
っ
た
ら
、
金
銭
付
与
の
条
件

(
1負
担
)
と
い
う
よ
り
は
贈
与
原
因
あ

ち
と
解
さ
れ
、

S
は
T
の
も
と
に
留
る
。
」
一
般
に
附
款
(
]
宮
島
付

F
N
d
ξ
o
n
r・
(
Z各
自
目

)
r
m
a
s
gロロ
m-
具
体
的
表
現
は
註
前
)
を
伴
う
給
付
の
性
質
を

贈
与
と
認
定
す
る
か
、
「
目
的
付
与
」
(
返
還
請
求
あ
り
日
同
富
市
吋
品

Su
前
出
註
却
も
参
照
。
な
お
、
負
担
は
受
贈
者
自
身
の
た
め
の
も
の
で
も
よ
い

富
山
ロ
2
8
0
〉
-NH)
と
認
定
す
る
か
が
問
題
に
な
る
場
合
(
本
法
文
の
ほ
か
後
出

w
g
b
前
出
口

N
?

アヨ
wヌ
∞
各
当
日

N
W
(
U
D
E
5
5
E
N
R・

参
照
)
、

V
4
ハ
註
白
山

)
Z
2
ハ
註
幻
、
た
だ
し
り

5
5三
回
宰
ロ

-
r
H
S
P
H
4
ω
ロ
}
2
R
N
H主

P
H
N
)
、
同
三
(
本
法
文
)
は
受
領
者
の
附
教
へ
の
同
意
が

正
に
贈
与
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
か
否
か
の
事
実
問
題
で
あ
っ
て
法
問
題
で
は
な
い
と
し
た
(
ロ
ロ

g
D
5
5印
良
〉

R
E
念
出
)
。
た
だ
し
そ
の
後
の
法
学

は
附
歎
(
負
担
)
を
目
的
付
与
と
構
成
し
た
ら
し
い
(
船
田

E
二
O
七
つ
一
)
、
同
ハ

B
2
N
N印
ロ
ロ
仏
〉
・

AS-

∞5
E
H
叶日仏

p
ω
Sロ
昨
日
玄

5
3
8同
〉
・
ピ
)
。

(
併
〉
許
す
(
宮
司
自
官
。
円
。
)
と
い
う
単
な
る
合
意
は
法
的
効
果
を
伴
わ
ぬ
か
ら
、
発
制
の
事
実
を
現
物
贈
与
を
原
因
と
す
る
引
渡
、
と
し
て
法
律
構
成
さ
れ
た

望費
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法学史における夫婦問の贈与(上)

(〉
R
E
E
)
。
本
文
に
訳
出
せ
ぬ
賃
借
入
の
果
実
取
得
に
つ
き
日
船
田

E
一
二
八
一
二
(
一
回
〉
、
原
回
一
一

O
、
関
口
口

rmζι
白
河
司

H
H
N
Z
H
〉
・
タ
同
日
巾
吋

ω
N
g
w
N印
N〉
・

口

町

・

「

D
E
F
呂
田
口
・
印
U

門
町
宮
巳

5ω
同
日
由
〉
・

5
F
E
)
0

(臼

a
)
「
キ
ン
キ
ア
法
の
制
限
額
に
」
の
意
。
本
法
文
の
ほ
か
に
制
限
額

(
B
O
L
a
原
田
二
一
四
)
に
関
す
る
も
の
口
口
一

N
y
f
N
ω
u
官

U
E
B
T

(
の
)
後
続
H

「
た
と
え
受
贈
者
の
奴
殺
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
受
贈
者
の
も
の
た
ら
し
め
る
意
図
で
〔
註
剖
の
表
現
参
照
〕
そ
の
奴
隷

に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
限
り
は
。
」
こ
の
後
続
部
分
は
専
ら
贈
与
者
の
意
思
の
み
に
受
贈
者
の
所
有
権
取
得
を
依
存
さ
せ
、
古
典
法
上
の
原
因
関
係
の

客
観
的
構
成
(
本
文
に
訳
出
の
先
行
部
分
参
照
〉
の
枠
か
ら
逸
脱
す
る
ゆ
え
、
東
部
の
意
思
理
論
に
よ
る
見
方
・
(
民
自
白
口
包
〉
-
M
N
N
B

〉・

g
a
p
-

-
口
問
団

r
a
B
H
の
B
E
E
S
〉
r
r
S
F品
g
H
ω

ロ
(
H
E
M
N
(
5
8
)印
叫
)

(

M

∞
)
揺
種
に
よ
る
附
合

(
R
n
g写
)
は
贈
与
の
有
無
に
関
係
な
い
か
ら
(
所
有
権
の
原
始
取
得
)
、
末
尾
の
理
由
づ
け
は
石
・
日
間
同
時
H
ω
N
缶
、

NN叶
〉
-

Nω
・
費
用
償
還
(
悪
意
抗
弁
に
よ
る
留
保
に
よ
る

H関
田
昭

ω毘
〉
・

ω串
)
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
古
典
法
上
、
占
有
者
(
耕
作
者
)
の
「
悪
意
」

の
み
で
あ
る
か
ら
、
「
贈
与
の
た
め
」
な
る
語
は
、
本
法
文
が
夫
婦
問
贈
与
の
場
合
で
あ
る
こ
と
(
円
己
口
岳
聞
は
こ
れ
を
論
ず
る

h
H
L
o
s
-
句
巳
・
同

ω合
)
、

そ
し
て
、
そ
の
際
の
留
保
は
本
法
文
と
は
逆
に
可
能
(
前
出
口
-
M
P
H
・
U
H
-
M
H
受
贈
配
偶
者
を
善
意
占
有
者
と
し
て
扱
う
(
註
必
末
尾
)
)
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
こ
と
、
を
推
測
さ
せ
る
〉
B
E
H
H斗目白・

(
訂
)
引
渡
は
握
取
行
為

(SEn-3to)
の

FG・
信
託

(gghF富
氏
。
出
品

5
3巾円
2
8
)
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
ぬ
場
合
の
物
を
回
復
す
る
訴
え

(
m
g
o
b
ι
1

5
5
0
関

mEH
お
)
は
本
法
文
の
よ
う
に
後
悔
(
宮
内
ロ
民
自
民
宣
言

5
-回
N
O
N

〉
・
臼
)
の
場
合
に
も
使
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
オ
に
よ
れ
ば
、
「
混
合
」
と

は
贈
与
原
因
と
解
放
原
因
(
有
償
法
律
行
為

B
m♀
包
白
川
事
前
出
註
貯
)
と
が
時
間
的
に
前
後
し
て
接
続
す
る
こ
と
で
あ
る
(
冨

5
3
8
H
〉
-
N
U

臼
g
o日
ロ
出
回
目
U
F
)
。
な
お
、
訳
出
せ
ぬ
後
続
部
分
で
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
五
年
の
猶
予
期
間
あ
る
場
合
で
も
両
当
事
者
の
客
観
的
意
図
(
宮
正
常
江
田
仲
)
は
贈

与
と
は
限
ら
な
い
と
反
論
し
て
い
る
(
奴
隷
の
扶
養
費
は
取
得
者
に
利
得
を
残
き
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
・
句
包
括
m
r
a
R
臣
官
D
L
R
z
g
g
f
ω
N
a
(凶
器
同
)
芯
)
。

(訂

a
)
「
疑
わ
る
」
は
、
信
託
(
前
註
)
た
る
以
上
は
時
効
原
因
た
り
え
な
い
が
、
「
贈
与
と
し
て
使
用
取
得
を
考
慮
し
う
る
」
と
い
う
肯
定
的
意
味
H

区
宮
伶
ぽ

忌
ω
〉
・
主

u
n『

ω
5
8
5
H
a
〉
・
印
二
宮
O
E
5
.. 

(
槌

)
d
-
v
a
邑

o
p
は
キ
ン
キ
ア
法
を
扱
う
つ
い
で
に
片
約

(UD--玄
g
g一
原
田
一
一
一
五
、
船
田
皿
三

O
ご
の
拘
束
性
を
論
じ
た

(KFRENφmF)
。

(
臼
)
後
続
日
「
A
か
ら

B
か
ら
取
立
て
た
金
銭
を

C
に
贈
与
し
(
以
上
が
合
同
L
O
H
E目
角
ωZDH
前
出
註
日
)
、

C
が
そ
れ
を

B
に
貸
付
け
た
の
だ
か
ら
。

し
か
し

A
は、

ω
B
が
C
に
未
払
な
ら
、

B
に
対
じ
て
「
原
状
依
復
」
を
も
ち
、

ω
B
が
C
に
支
払
済
な
ら
、
制
限
超
過
分
を

C
か
ら
「
返
還
請
求
」
で
き
る
」
こ

の
後
続
部
分
仙
川
W
は
、
指
図
に
よ
る
贈
与
約
束
の
「
完
全
」
性
ハ
即
ち

B
は
C
に
対
し
て
キ
ン
キ
ア
法
抗
弁
を
も
た
ぬ
日
本
文
お
よ
び
前
出
註
臼
)
と
両
立
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料

せ
ぬ
か
ら

5
・
と
考
え
ら
れ
る

iー
ω
に
つ
い
て
リ
冨

E
ニ
訟
〉
・

3
・
H
g
k
r・
5
5
5
u
z
p
z・
た
だ
し
旨
nrニ
古

田

-
u
F
P
P邑
T

nco--raEo口
町
命

HBCH三和
C
E
S
S問
自
白
口
。

-
z
ι
Dロ防止
0
5・
5
ω
F
ω
c
F
N
N
H
(巴
AF叫)吋
AF斗

n-(守円『.切回凶
5og口邑L岳凶凸
E品
HPMS)
は
ケ
ル
ス
ス
に
よ
る
例
外
的

な
「
原
状
侠
復
」
(
原
文
の
円
おσ日将
5
o邑乱
ω
(官ωR円邑巳吾
c)
は
加
こ
」
の
意
味
)
の
承
認
と
考
b

ええる完。

ω
に
つ
い
て
(
問
題
点
の
一
つ
は
こ
の
返
還
請
求
は
「
非
債
」
の

そ
れ
(
註
臼
末
尾
)
に
該
当
し
な
い
〉
Y日
冨
富F

のの一日同邑
Lチ.喜
E
巳

(2同5∞詔N怒豊申ε)
由
s由沼叶F
p
品デa|||白一二
ι般
般
に
約
束
指
図
(
官
ω昔『gm寄可gω
昔r宮
z片芯ωD
o
r
m
S
D口
一
註
日
目
)
の
原
因
関
係
に
お
け
る
絞
疲
の
効
果
は

Hω
夫
婦
問
贈

与
の
無
効
が

A
B
ま
た
は

A
C
聞
に
あ
れ
ば

B
C
間
の
約
束
は
無
効
(
前
出
註
必
)
。
制
キ
ン
キ
ア
法
抗
弁
に
よ
る
贈
与
制
限
を
含
め
て
そ
の
他
の
場
合
に

は
B
C
聞
の
約
束
は
完
徹
す
る
(
「
完
全
」

H

既
述
)
。
な
お
、
こ
の
併
の
場
合
で
も
衡
平
上
の
観
点
か
ら
ち
に
「
悪
意
抗
弁
」
お
よ
び
「
免
除
の
返
還
請
求

」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
(
前
出
註
号
、
こ
れ
は
指
図
に
酒
有
の
問
題
で
は
な
い
(
同

3
向
ゴ

(50)
会
〉
・

8
5
2
5。

(
初
〉
住
居
権
寄
与
量
itcu
原
因
一
一
一
八
)
の
設
定
が
法
定
の
方
式
(
法
廷
譲
与
)
に
よ
ら
ず
手
紙
(
単
な
る
合
意
〉
な
の
で
無
効
な
点
が
後
出

ωN
と
共

通
な
論
点
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
|
|
本
法
文
の

Z一N
2
5
2
(戸
自
己
司
釦
こ
∞
芯
)
は
キ
ン
キ
ア
法
を
扱
ろ
か
ら
、
住
居
権
の
設
定
方
法
で

は
な
く
て
(
手
紙
の
後
に
正
規
の
設
定
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
)
そ
の
原
因
関
係
が
贈
与
か
否
か
(
後
続
大
意
H

贈
与
で
は
な
く
て
報
償
な
り
)
が
論
点
で

あ
る
。
な
お
、
冨
2
0
3
2
H
O
B
0
4
0
5
の
原
則
(
烈
官
官
印
宰
〉
・

5
原
田
三
四
参
照
)
は
本
書
成
立
時
に
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
|
|
後
出

ω
N
m
S
2
日
居
宅
(
戸
自
己
目
}
同

ω広
)
は
、
プ
レ
カ
リ
ウ
ム
を
扱
う
か
ら
、
本
来
は
該
関
係
に
お
け
る
手
紙
の
解
釈
に
関
し
、
贈
与
に
は
無
関
係
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
υ

〉
H
n
r
r
E
5
5ニ
O
B
p
g
E
a
n
g
m
B
g
E
3
3
8
ω
-
0
3
5
5
(
S
S
E
E
P
N
H
・

(
引
)
相
続
財
産
の
贈
与
〈
法
廷
譲
与
に
よ
る
〉
に
伴
い
受
贈
者
が
訴
訟
代
理
人
と
な
る
か
た
ち
で
の
債
務
引
受
。
新
債
務
者
(
受
贈
者
)
は
(
相
続
)
債
権
者

に
対
し
て
応
訴
義
務
は
な
い
が
、
問
答
契
約
で
旧
債
務
者
(
贈
与
者
)
に
対
し
防
禦
義
務
を
諾
約
す
る
。
(
問
問
凹
何
門
印
お
〉

-NN
門
町
豆
町

H
2
8
N
M
r
ω
N
)
。

(

η

)

父
か
ら
家
子
へ
の
贈
与
は
無
効
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
晩
期
古
典
時
代
末
期
に
は
治
癒
さ
れ
る
に
至
っ
た
一
例
(
同
国
凶
作
円

HHM叫
由
〉
・

5
)
。

(
η
a
)
贈
与
約
束
で
は
「
完
全
」
(
註
剖
)
で
な
い
た
め
の
脱
法
的
慣
行
。
た
だ
し
こ
れ
を
有
効
と
す
る
結
論
は

FG:(KFRrro℃・

nu--N日
pωω
山岡

N由
pω
吋)

(乃

)
B
E
E
L
O一E
ロ
告
は
原
則
と
し
て
配
下
で
あ
る
が
、
本
法
文
の
そ
れ
は
、
贈
与
の
実
現
手
段
の
一
っ
た
る
指
図
を
個
性
化
す
る
表
現
で
あ
り
、
古
典

法
の
法
的
構
成
の
客
観
性
と
矛
盾
せ
ず
〈
註

M
、
川
制
、
缶
、
門
別
参
照
)
、
円
自

ωmLDロ
呂

D口
町
な
る
表
現
に
よ
る
代
替
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
本
法
文
は
贈
与

の
「
意
思
」
の
表
現
を
仲
仲
間
》
・
と
考
え
る
べ
き
必
然
性
の
な
い
稀
な
場
合
で
あ
る
。

MMユ
口
事

7
2
5一
口
広
三
戸
時

9

5

2・
〉

-ZユE
C
H
(同申印
ω)
∞
岳
山
〉
R
E・

3
〉
丹
江
〈

q
c
E
(門戸
)
H
m
H
F

「
関
係
に
な
る
(
〉
R
E
S
-
)
。

(
九
)
祖
母
を
補
助
機
関
と
考
え
る
(
関

B
O同
国

N
N
〉・

5)
ほ
か
に
、
指
図
人

(
A
)
(
B
H
債
務
者
、

C
H
孫
)
と
考
え
れ
ば
、
前
出
ω
品
買
類
似
の

資
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